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又は医療を行うべきことを指示する場合には、当該医療関係者に当該医療

を的確かつ安全に実施するために必要な情報を随時十分に提供すること

等により、医療関係者の安全の確保に十分に配慮する。 

≪医療救護活動の命令・要請及び情報連絡系統≫ 
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   ④ 行方不明者の捜索及び死体の取扱い 

○ 都は、武力攻撃等により新たな被害を受けるおそれがない場合、警視庁、

東京消防庁、第三管区海上保安本部等、区市町村長等と連携・協力し、行

方不明者の捜索を行う。 

○ 都は、区市町村が警視庁等関係機関と連携して行う、遺体収容所の開設、

死体の搬送、収容及び処理等を支援する。 

○ 都は、死体の処理の時期や場所、死体の処理方法（死体の洗浄、縫合、

消毒等、一時保存及び検案等の措置）等について、区市町村、警視庁等と

必要な調整を行う。 

⑤ 埋葬及び火葬 

○ 都は、区市町村から広域的な火葬の応援・協力の要請を受けて、その必

要があると判断した場合は、都対策本部（福祉保健局）に広域火葬対策の

専従班を編成し、「東京都広域火葬計画」（平成１１年３月）を踏まえて、

武力攻撃災害の規模に応じた効率的な広域火葬を推進する。 

○ 都は、火葬場の被災状況、火葬場の火葬能力等を把握するとともに、火

葬すべき遺体の所在等についての情報集約体制、関係行政機関等との連携

による遺体の搬送体制等を確立する。 

 
（５）関係機関との連携 

① 区市町村との連携 

○ 知事は、あらかじめ調整した役割分担に沿って、区市町村長と緊密に連

携して救援を行う。 

区市町村長が当該役割に沿って適切に救援を行っていない場合には、当

該救援を行うよう指示する。 

② 国への要請等 

○ 知事は、救援を行うに際して、必要と判断した場合は、国に対して支援

を求める。この場合、具体的な支援内容を示して行う。 

内閣総理大臣から他の道府県の救援の実施について応援すべき旨の指

示があった場合には、当該道府県に対して応援を行う。 

③ 他の道府県知事に対する応援の求め 

○ 知事は、救援を実施するため必要があると認めるときは、他の道府県知

事に応援を求める。この場合、応援を求める道府県との間にあらかじめ締
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結された相互応援協定等があるときは、当該協定等の定める活動の調整や

手続に基づき行う。 

④ 日本赤十字社への委託 

○ 知事は、救援の措置のうち必要とされる措置又はその応援について、日

本赤十字社に委託することができる。この場合の手続きは、災害救助法に

おける実務に準じるものとする。 

 
（６）事態類型に応じた留意点 

① ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合 

○ ゲリラや特殊部隊が潜伏している可能性のある地域において、被災者の

捜索及び救出を行う必要があると認められる場合は、警視庁又は自衛隊等

に被災者の救出を要請する。この場合、都は、被災者及び被災地等に関し

て保有する情報を提供するものとする。 

② ＮＢＣ攻撃による場合 

○ ＮＢＣ攻撃等の場合には、それぞれ、次に掲げる点に留意して医療活動

等を実施する。 

≪核（物質）による攻撃の場合≫ 

・国からの実施要請に応じた、東京ＤＭＡＴ等の編成と被ばく線量計によ

る管理を行うなど、所要の防護措置を講じた上での緊急被ばく医療活動

の実施 

・内閣総理大臣から緊急被ばく医療派遣チームが派遣された場合、その指

導のもと、トリアージや汚染・被ばくの程度に応じた医療の実施 

≪生物剤による攻撃の場合≫ 

・病状等が既知の疾病と明らかに異なる感染症又は重篤な感染症の患者の

感染症指定医療機関等への移送及び入院措置（必要に応じた医療関係者

等へのワクチンの接種等の防護措置） 

・国からの協力要請に応じた東京ＤＭＡＴ等の編成や医療活動の実施 

≪化学剤による攻撃の場合≫ 

・国からの協力要請に応じた東京ＤＭＡＴ等の編成や医療活動の実施 
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２－３ 武力攻撃災害の最小化に関する措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）武力攻撃災害への対処 

① 基本的考え方 

○ 都は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報

の提供や防護服の着用など、安全確保のための措置を講ずる。 

② 国の方針に基づく措置の実施 

○ 知事は、国の対策本部長から武力攻撃災害への対処について、国全体の

方針に基づき所要の指示があったときは、当該指示の内容に沿って、必要

な措置を講ずる。 

○ この場合、措置を行っている現場における各機関の活動の調整が円滑に

行われるよう、その内容を関係機関に速やかに伝達する。 

③ 国の対策本部長への措置要請 

○ 知事は、武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認め

るときは、国の対策本部長に対し、必要な措置の実施を要請する。 

≪措置要請をする場合の例示≫ 
・武力攻撃等により多数の死者が発生した場合 

・ＮＢＣ攻撃による災害が発生し、国民保護措置を講ずるため高度な専門

知識、訓練を受けた人員、特殊な装備等が必要となる場合 等 

④ 武力攻撃災害の兆候の通報 

○ 知事は、武力攻撃災害の兆候を発見した者からの直接の通報又は区市町

村長、消防吏員等からの当該兆候の通知等を受けたときは、警視庁の協力

を得つつ、当該兆候について事実関係の確認を行い、必要があると認める

ときは、適時に、総務省消防庁を通じて、国の対策本部長に通知する。ま

た、兆候の性質により、必要な関係機関に対し通知する。 

○ 都は、武力攻撃災害による被害の拡大を防止し、軽減するため、武力攻撃災

害への対処のために必要な措置を講ずる。 
○ 知事は、緊急の必要があると認められるときは、退避の指示や警戒区域の設

定等の応急の措置を行う。 
○ 東京消防庁は、その施設及び人員を活用し、住民等の生命、身体及び財産を

武力攻撃による火災から保護するとともに、武力攻撃災害を防除及び軽減する。
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≪武力攻撃災害の兆候の例示≫ 

・武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊 

・毒素等によると思われる動物の大量死 

・新しい不発弾の発見 等 

 

（２）生活関連等施設の安全確保 

○ 都は、第４章第３節２－４「（２）生活関連等施設の安全確保」「（３）都

が管理する生活関連等施設の安全確保」「（４）大規模集客施設の安全確保」

「（５）立入制限区域の指定の要請」（１０８頁～）によって、引き続き、生

活関連等施設の安全を確保する。 

 
（３）危険物質等に係る武力攻撃災害の防止 

○ 都は、第４章第３節２－４「（６）危険物質等に係る武力攻撃災害の防止」（１

１０頁）によって、引き続き、危険物質等による武力攻撃災害を防止する。 

 

（４）武力攻撃災害の拡大防止のための事前措置 

○ 知事は、武力攻撃災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるとき

は、武力攻撃災害を拡大させるおそれがある設備や物件（＊）の所有者等に対し

て、当該設備等の除去、保安、使用の停止等の措置を行うことを指示するとと

もに、当該指示をした場合には、直ちに市町村長へ通知する。（＊＊） 

また、警視庁は、知事又は区市町村長から要請があったときは、同様の指示

をする。 

 

（５）消火、救助・救急 

○ 東京消防庁は、管轄地域内において発生した武力攻撃災害から住民の生命、

身体及び財産を守るため、全庁を挙げ、消火、救助・救急活動を実施する。

また、東京消防庁管轄地域の消防団は、消防総監又は消防署長の所轄の下に

行動する。 

・武力攻撃による火災が発生している場合は、全消防力を挙げて消火活動を

行う。 

・武力攻撃災害により要救助者が発生している場合は、消火活動と並行して、

救助・救急活動等人命の安全確保を最優先とした活動を行う。 

                                            
（＊）危険物の入った大量のドラム缶など 

（＊＊）同様の指示は、一義的には区市町村長が行うものとされている。 
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・延焼火災が少ない場合は、救助・救急活動を主眼に活動する。 

・武力攻撃災害の状況により、消防力に不足が生じることが見込まれる場合

は、緊急消防援助隊等の応援を受けて、消防の任務を遂行する。なお、緊

急消防援助隊等の指揮は、消防総監が行う。 

・東京消防庁は、職員の安全を確保するための措置を講じた上で、消火、救

助・救急活動を行う。 

 

 

（６）応急公用負担等 

○ 知事は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があ

ると認めるときは、次に掲げる措置を講ずる。 

・他人の土地、建物その他の工作物の一時使用、又は土石、竹木その他の物

件の使用若しくは収用   

・武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で措置の実施の支障となるも

のの除去その他必要な措置（＊） 

 

                                            
（＊）工作物等を除去したときは、保管しなければならない。 

稲城市・大島町・三宅村・八丈町 
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（７）退避の指示 

≪退避の指示の概要≫ 

 

○ 知事は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがあり、目前の危機

を一時的に避けるため緊急の必要がある場合には、国の避難措置の指示が出

される前であっても、退避（屋内への退避を含む）の指示（＊）を行う。 

○ 都は、区市町村や関係機関と連携し、防災行政無線、広報車、ホームペー

ジや Twitter 等を通じて、退避の指示を速やかに住民に伝達する。 

○ 知事は、退避の指示を行った場合、退避を要する地域を管轄する区市町村

長、その他関係機関に速やかに通知する。 

当該通知を受けた警視庁は、交通規制など必要な措置を講ずる。 

○ 都は、退避の指示を行った場合、国の対策本部長による住民の避難に関す

る措置が適切に講じられるよう、総務省消防庁を通じて国の対策本部長に連

絡する。 

○ 警察官は、区市町村長若しくは知事による退避の指示を待ついとまがない

と認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、必要と認める地域

の住民に対し、退避の指示をすることができる。（＊＊） 

                                            
（＊）退避の指示は、区市町村長も行うことができる。 

（＊＊）海上保安官も警察官と同様の措置をとることができることとされている。 
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① 屋内退避の指示を行う場合 

○ 知事は、住民等が、その場から移動するよりも、屋内に留まる方がより

危険性が少ないと考えられるときには、「屋内退避」を指示する。（＊） 

≪屋内退避を指示する事例≫ 

○ 敵のゲリラや特殊部隊が隠密に行動し、その行動の実態等についての情

報がない場合において、屋外で移動するよりも屋内に留まる方が不要の攻

撃に巻き込まれるおそれが少ないと考えられるとき。 

○ ＮＢＣ攻撃と判断されるような場合において、住民が何ら防護手段なく

移動するよりも、屋内の外気から接触が少ない場所に留まる方がより危険

性が少ないと考えられるとき。 

≪屋内退避のイメージ≫ 

 

  ≪屋内退避の指示（例）≫ 

 

 

 

 

 

 

                                            
（＊）周辺地域では速やかに避難場所等へ退避した方が安全な場合もありうる。そのような場合は、地

域を区分して異なる退避を指示する。 

○ 「△△市○○町×丁目、××市△△町○丁目」地区の住民については、

外での移動に危険が生じるため、屋内に一時退避すること。 
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② 屋外退避の指示を行う場合 

○ 知事は、住民等が、屋内に留まるよりも、速やかに移動した方がより危

険が少ないと考えられるときは、「屋外退避（避難所等への退避）」を指

示する。（＊） 

≪屋外への退避を指示する事例≫ 

○ 駅や地下街などの施設の中で、ＮＢＣ攻撃やテロと判断されるような事

態が発生した場合で、屋内においては汚染され、生命、身体に危険が及ぶ

と判断されるとき。 

 ≪屋外退避のイメージ≫ 

 

 

   ≪屋外退避の指示（例）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
（＊）大規模集客施設等の中で事態が発生した場合等が該当する。 

○ ＪＲ及び地下鉄○○駅構内にいる者は、△△△の危険があるため、構内

放送や職員の誘導に従い、落ち着いて駅外に退避すること。 
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（８）警戒区域の設定 

≪警戒区域の設定の概要≫ 

 

① 警戒区域の設定 

○ 知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

において、住民からの通報内容、被災情報等から判断し、緊急の必要があ

ると認めるときは、警戒区域の設定（＊）を行う。 

○ 知事は、警戒区域の設定をした場合は、当該区域への立入りを制限し、

若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。当該措置を講じたと

きは、直ちに当該区域の区市町村長に通知する。 

○ 都は、警戒区域の設定をした場合は、国の対策本部長の住民の避難に関

する措置が適切に講じられるように、総務省消防庁を通じて国の対策本部

長に連絡する。 

○ 当該通知を受けた警視庁は、交通規制などの必要な措置を講ずる。 

≪設定にあたっての留意事項≫ 

○ 警戒区域の設定に当たっては、住民の理解が容易な幹線道路等で区画す

るよう努めるとともに、その区域をロープ、標示板等で明示するものとす

る。 

                                            
（＊）警戒区域の設定は、区市町村長も行うことができる。 
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○ ＮＢＣ攻撃の場合、警戒区域の範囲は、風向・風速等の気象条件や汚染

物質の特性等を考慮して決定する。 

○ 警戒区域を設定したとき、又は警戒区域の設定を変更し、若しくは解除

をした場合は、区市町村を通じて広報車などにより、住民に広報、周知す

るものとする。 

○ 警戒区域設定後は、区域内に車両及び住民が立ち入らないよう職員を配

置するなど、必要な措置を講ずるものとする。 

○ 警戒区域の設定後も、武力攻撃等の事態の推移に応じて必要な警戒区域

の見直しを行う。 

② 警察官等による警戒区域の設定等 

○ 警察官は、区市町村長若しくは知事による警戒区域の設定を待ついとま

がないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警戒区域

の設定を行う。 

○ 知事は、必要があると認めるときは、海上保安官に対し、海上における

警戒区域の設定を要請する。 

 

（９）事態類型に応じた留意事項 

① 着上陸侵攻 

○ 広範囲にわたる武力攻撃災害が想定され、国との連携協力がとりわけ重

要である。 

② ゲリラや特殊部隊による攻撃 

○ 都は、警戒区域の設定については、ゲリラや特殊部隊の潜伏・移動先等

が流動的であることを勘案し、時間経過に伴いその地域的範囲を弾力的に

変更する。 

③ 弾道ミサイル攻撃 

○ 都は、弾道ミサイルが発射後短時間で着弾することを考慮し、国や区市

町村との迅速な情報伝達体制の確保等に努め、適切な対応によって被害の

局限化を図る。 

④ 航空攻撃 

○ 都は、周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがある生活関連等施設

に対する攻撃のおそれがある場合は、特に当該施設の安全確保、武力攻撃
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災害の発生・拡大の防止等の措置を実施する必要がある。 

⑤ ＮＢＣ攻撃 

○ 都は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合、国による基本的な方針を踏

まえて対処することを基本とし、それに加えて、特に、対処の現場におけ

る初動的な応急措置を講ずる。 

ア 応急措置の実施 

○ 知事は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合、被災現場における状況に照らし

て、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、

応急措置として、緊急通報を発令するとともに、退避を指示する。また、

ＮＢＣ攻撃による汚染の拡大を防止するため必要があると認めるとき

は、警戒区域の設定を行う。 

○ 警視庁及び東京消防庁は、職員の安全を図るための措置を講じた上

で、関係機関とともに、原因物質の特定、被災者の救助等のための活動

を行う。 

イ 国の方針に基づく措置の実施 

○ 知事は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のため

の措置を講ずる場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれ

に基づく各省庁における活動内容について、総務省消防庁を通じて必要

な情報を入手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。 

ウ 関係機関との連携 

○ 知事は、都対策本部において、攻撃による被害の情報や必要となる物

的・人的資源について、区市町村、警視庁、東京消防庁等からの情報な

どを集約して、国に対して必要となる支援の内容を整理し、迅速な支援

要請を行う。 

この場合、都は、都対策本部に派遣されている国の職員や自衛隊の連

絡員を通じて、円滑な調整を図るとともに、汚染物質に関する情報を、

保健所を通じて医療機関等と共有する。 

     また、精神科医等の専門家の協力を得て、被災者の心のケアに努める。 

エ 汚染原因に応じた対応 

○ 都は、生活用水がＮＢＣ攻撃により汚染された場合には、必要に応じ、

その水の管理者に対し、給水の制限等の措置を講ずるよう命ずるととも

に、住民に注意を呼びかける。 
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○ 都は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国との連携の下、

それぞれ次の点に留意して措置を講ずる。 

≪核等による攻撃≫ 

・都は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染

範囲の特定を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を直ち

に報告する。 

・汚染地域への立入制限を確実に行い、避難の誘導や医療にあたる要員

に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を適切に実施す

る。 

・放射性降下物等により汚染された農作物等による健康被害を防止する

ため、国（厚生労働省、農林水産省等）と連携しつつ、汚染食料品の

流通や摂取が行われることがないよう、流通事業者等を指導する 

≪生物剤による攻撃≫ 

・都は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、必要に応じ、

ワクチン接種を行わせる。 

・都は、感染症法の枠組みに従い、患者の移送を行うとともに、国の指

示の下で、汚染範囲の把握及び感染源を特定し、保健所においては、

関係機関と連携して消毒等の措置を行う。また、都健康安全研究セン

ターは、平素から構築した連携体制を活用しつつ、適切な措置を講じ

る。 

・都は、厚生労働省と協力し、情報収集、データ解析、疫学調査、関係

者へのデータ提供及び公開を行うサーベイランス（疾病監視）の結果

等により汚染地域の範囲及び感染源を特定する。 

・感染症の被害拡大の防止のため、事態を早期に把握し、まん延防止の

ための適切な対応を図る。 

・天然痘は飛沫感染するため、感染率が高い家族・同僚等の濃厚接触者

に対しては優先してワクチン接種を行うとともに、接種後も人権等に

配慮しながら十分な健康監視を行い、感染の拡大防止を図る必要があ

る。 

・汚染施設への立入り禁止や感染者の就業制限は、感染の拡大を防止す

る上で重要である。特に、テロの被災現場となった汚染施設や感染者

の立寄り先となった汚染施設の閉鎖については、消毒の実施の有無や

汚染後の経過期間等の主として疫学上の観点から決定する。この場

合、努めて短期間の閉鎖を追求し、施設の閉鎖による社会への影響を

最小限にとどめる。 
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≪化学剤による攻撃≫ 

・都は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が

行う原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染

等に資する情報収集を行う。 

・化学剤は、そのままでは分解・消滅しないため、汚染された地域を除

染して、当該地域から原因物質を取り除くことに留意する。 

オ 知事及び警視総監の権限 

○ 内閣総理大臣の要請を受けた知事又はその知事の要請を受けた警視

総監は、汚染の拡大を防止するための措置の実施に当たり、関係機関と

調整しつつ、次に掲げる権限を行使する。 

・飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対する、移動の制限又は

禁止、廃棄の命令 
・生活用水の管理者に対する、使用の制限又は禁止、給水の制限又は禁

止の命令 

・死体の移動の制限又は移動の禁止 

・飲食物、衣類、寝具その他の物件の廃棄 

・建物への立入り制限又は禁止、建物の封鎖 

・交通の制限、交通の遮断  

○ 知事又は警視総監は、上に掲げる権限を行使するときは、政令に基づ

き、当該措置の名あて人に対し、当該措置を講ずる理由、対象物件、時

期、措置の内容等について通知しなければならない。 
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２－４ 国民生活の安定に関する措置 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ライフライン等の確保 

○ 都は、自ら管理するライフライン施設において、他のライフライン事業者

（区市町村、指定公共機関、指定地方公共機関等）と同じく、第４章第３節

２－５「（１）ライフライン等の確保」（１１５頁）によって、引き続き、水

道、下水道、鉄道、港湾・空港、道路等の安定的な供給、運行等を確保する。
（＊） 

 

（２）ライフライン施設等が被災した場合の対処 

① ライフラインの応急復旧 

○ 都は、武力攻撃災害が発生した場合には、速やかに、都が管理するライ

フライン施設の被害状況を把握するとともに、被害状況に応じて、応急復

旧のために必要な措置を講ずる。 

○ また、ライフラインの事業者である区市町村及び指定地方公共機関から

応急復旧のため支援の要請があった場合には、ライフライン施設ごとに要

請の内容を把握した上で、人員や資材の提供、技術的助言など、所要の支

援を行う。 

② 輸送路の確保に関する応急復旧 

○ 都対策本部長は、武力攻撃災害による被害が発生した場合には、広域的

な避難住民の運送や緊急物資の運送等を行うための輸送路を優先的に確

保するため、応急復旧のために必要な措置が講じられるように、総合調整

を行う。 

○ 都は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路、港湾施設・

漁港施設、空港、鉄道施設等について、速やかに被害の状況を把握すると

ともに、被害の状況に応じて、障害物の除去その他避難住民の運送等の確

保に必要な応急の復旧のための措置を講ずる。 

                                            
（＊）武力攻撃等により事業者が危険にさらされるような事態に至った場合は、国民保護法第２２条の

安全配慮義務の趣旨から、安定供給等の義務を負うものではない。 

○ 都は、引き続きライフライン等の安定的な供給等を確保するとともに、生

活関連物資等の物価の安定と安定的な供給を図る。 

○ 武力攻撃等により被害が発生した場合には、被害状況に応じて、応急復旧

のために必要な措置を行う。 
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③ 都が管理するその他の施設及び設備等の応急復旧 

○ 都は、武力攻撃災害が発生した場合には、ライフラインや輸送路のほか

都が管理する施設及び設備の被害状況を速やかに把握し、被災者の生活確

保を最優先に応急の復旧を行う。 

④ 国に対する支援要請 

○ 都は、応急復旧のための措置を講ずるに当たり必要があると認める場合

には、国に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他

必要な措置に関して支援を求める。 

 

（３）生活関連物資の価格安定 

○ 都は、第４章第３節２－５「（２）生活関連物資等の価格安定」（１１６頁）

によって、引き続き、武力攻撃事態等における生活関連物資等物価の安定と

安定的な供給を図る。 
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２－５ 被災情報の収集・報告 

○ 都は、電話、防災行政無線、災害情報システムその他の通信手段により、

武力攻撃災害が発生した日時及び場所又は地域、発生した武力攻撃災害の状

況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報について収集する。 

○ 警視庁は、交番、駐在所、パトカー等の勤務員を情報収集に当たらせるほ

か、ヘリコプターテレビ電送システム、交通監視カメラ等その保有する手段

を活用して情報の収集を行う。 

  東京消防庁は、救出、救助にあたっている現場において情報収集するとと

もに、ヘリコプターテレビ電送システム等その保有する手段を活用して情報

の収集を行う。 

○ 都は、被災情報の収集に当たっては、区市町村に対し、火災・災害等即報

要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号消防庁長官通知）に基づき報

告を求める。 

○ 都は、自ら収集し、又は区市町村及び指定地方公共機関から報告を受けた

被災情報の第一報については、火災・災害等即報要領に基づき、電子メール、

ＦＡＸ等により直ちに総務省消防庁に報告する。（＊） 

○  都は、第一報を総務省消防庁に報告した後も、随時被災情報の収集に努め

るとともに、区市町村に報告を求めることとし、収集した情報について次頁

に定める様式に従いとりまとめ、電子メール、ＦＡＸ等により総務省消防庁

が指定する時間に報告する。 

なお、新たに重大な被害が発生した場合など、知事が必要と判断した場合

には、直ちに、火災・災害等即報要領に基づき、総務省消防庁に報告する。 

○ 警視庁は、収集した情報を都対策本部に連絡するとともに警察庁に速やか

に連絡する。 

○ 東京消防庁は、把握した被災情報を適切に都対策本部に連絡する。 

○ 都は、収集・整理した被災情報を区市町村等と共有するよう努める。 

                                            
（＊）区市町村は、火災・災害等即報要領に基づき被災情報の第一報を都に報告し、その後は随時、都

が消防庁に報告を行う方法に準じて、都に被災情報を報告するものとする。 
  指定地方公共機関は、その管理する施設及び設備に関するもの並びにその業務として行う国民保

護措置に関するものの被災情報を収集するよう努め、各機関が保有する情報通信手段により、当該

被災情報を都に速やかに報告するものとする。 
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≪報告様式≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日に発生した○○○による被害（第 報） 

 

平成 年 月 日  時 分 

東京都 

 

１ 武力攻撃災害が発生した日時、場所（又は地域） 

 (1) 発生日時  平成 年 月 日 

 (2) 発生場所  ○○市△△町Ａ丁目Ｂ番Ｃ号（北緯  度、東経  度） 

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要 

３ 人的・物的被害状況 

区市町

村名 

人的被害 住宅被害 その他 

死 者 行方不

明者 

負傷者 全 壊 半 壊  

重 傷 軽 傷

 （人） （人） （人） （人） （棟） （棟）  

        

        

 
※ 可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢及び

死亡の概況を一人ずつ記入してください。 

区市町村名 年月日 性 別 年 齢 概 況 
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区市町村教育委員会 
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２－６ 安否情報の収集・提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）安否情報の収集 

○ 都は、自ら管理する避難所、都立の学校、病院等から安否情報を収集する。

当該施設の管理者は、避難住民や在校児童・生徒、入院患者等の安否情報を

把握し、都対策本部に報告するとともに、当該施設が位置する区市町村に情

報提供する。 

≪情報収集 の役割分担≫ 

・都 ………… 都管理の避難施設、都の施設（学校・病院等） 

         警視庁、東京消防庁 

・区市町村 … 区市町村管理の避難施設、区市町村の施設（学校等） 

      区域内の大規模事業所、医療機関、諸学校、警察署、消防署 

○ 警視庁は、死体の調査、身元確認、遺族等への遺体の引渡し等を行ったと

きは、都対策本部に通知する。 

○ 東京消防庁は、把握している安否に関する情報を適切に都に連絡する。 

○ 都は、広域的な観点から、必要に応じて、安否情報を保有する運送機関、

医療機関、報道機関等の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の

提供への協力を要請する。この場合、当該協力は各機関の業務の範囲内で行

われるものであり、各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意す

る。 

○ 都は、区市町村から報告を受けた安否情報及び自ら収集した安否情報につ

いて、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努める。こ

の場合、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、そ

の旨がわかるように整理をしておく。 

 

○ 安否情報の収集は、区市町村が行うことを基本とする。 
都は、自ら管理する施設で把握した安否情報を区市町村に提供するなど、

区市町村による情報収集を補完する。 
○ 都は、区市町村から報告される安否情報と自ら収集した安否情報を整理

し、遅滞なく総務大臣に報告する。 
○ 都は、安否情報の提供窓口を設置し、住民等からの照会に応じて、個人情

報の保護に十分に留意しつつ、速やかに回答する。 
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≪安否情報の収集・提供の概要≫ 

  

 
 

（２）総務大臣に対する報告 

○ 都は、総務大臣への報告に当たっては、原則として、「武力攻撃事態等に

おける安否情報の収集・提供システム」（以下「安否情報システム」という。） 

への入力で行い、安否情報システムが利用できない場合には、安否情報省令
（＊）第２条に規定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を

含む。）を、電子メールで総務省消防庁に送付する。ただし、事態が急迫し

てこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行

う。 

 

（３）安否情報の提供 

① 安否情報の照会の受付 

○ 都は、安否情報の対応窓口、電話及びＦＡＸ番号、メールアドレスにつ

いて、都対策本部を設置すると同時に住民に周知する。 

○ 住民からの安否情報の照会については、原則として都対策本部に設置す

る対応窓口に、安否情報省令第３条に規定する様式第４号に必要事項を記

                                            
（＊）武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続そ

の他の必要な事項を定める省令（平成１７年総務省令第４４号） 

（注） 区市町村による安否情報の収集は、避難住民の誘導の際に、避難住民等から任

意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国人登録原票等市町村が平素から行

政事務の円滑な遂行のために保有する情報を参考に、避難者名簿を作成する等に

より行うものとする。 

また、区市町村は、あらかじめ把握してある医療機関、諸学校、大規模事業所

等安否情報を保有している関係機関に対し、安否情報の収集についての協力を求

めるものとする。 
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載した書面を提出することにより受け付ける。 

ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようと

する者が遠隔地に居住している場合など、書面の提出によることができな

い場合は、口頭や電話、メールなどでの照会も受け付ける。 

② 安否情報の回答 

○ 都は、当該照会に係る者の安否情報を保有及び整理している場合には、

安否情報の照会を行う者の身分証明書により本人確認等を行い、安否情報

省令第４条に規定する様式第５号により、当該照会に係る者が避難住民に

該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷しているか否か

の別を回答する。 

ただし、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき、照会に対する

回答により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあると認め

るときは、回答しないものとする。 

○ 都は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認め

るときは、照会をしようとする者が必要とする安否情報に応じ、必要と考

えられる安否情報項目を様式第５号により回答する。 

（４）個人情報の保護への配慮 

○ 安否情報は個人情報であることに鑑み、その取扱いについては十分留意す

べきことを職員に周知徹底するとともに、安否情報データの管理を徹底す

る。 

○ 安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にとどめるものと

し、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の観点から特

に留意が必要な情報については、安否情報回答責任者が判断する。 

 

（５）日本赤十字社に対する協力 

○ 都は、日本赤十字社東京都支部の要請があったときは、当該要請に応じ、

その保有する外国人に関する安否情報を提供する。 
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２－７ 交通規制 

 
 
 
 
 
（１）交通状況の把握 

○ 警視庁は、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、

車両感知器等を活用して、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する。 
 

（２）交通規制の実施 

○ 警視庁は、武力攻撃事態等において、国民保護措置が的確かつ円滑に行わ

れるようにするため緊急の必要があると認めるときは、速やかに区域又は道

路の区間を指定して緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し

又は制限するなど、緊急交通路の確保に当たる。 

○ 緊急交通路の確保に当たっては、人命の安全、被害の拡大防止、国民保護

措置の的確かつ円滑な実施等に配意して行う。また、武力攻撃事態等に係る

地域への流入車両等を抑制する必要があるときは、当該地域周辺の県警察と

ともに、周辺地域を含めた広域的な交通規制を行う。 

 
（３）緊急通行車両の確認 

○ 緊急通行車両については、総務省消防庁、警察庁等関係省庁による通知に

定めるところにより、被災状況や応急対策の状況に応じ、知事又は都公安委

員会が確認を行う。 

 
（４）交通規制等の周知徹底 

○ 警視庁及び道路管理者である都は、交通規制や道路の通行禁止措置等を行

ったときは、直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他の必要な事

項について、住民、運転者等に周知徹底を図る。 

 
（５）緊急交通路確保のための権限等 

① 交通管制施設の活用 

○ 警視庁は、効果的な交通規制を実施するため、交通情報板、信号機等の

交通管制施設を活用する。 

○ 警視庁は、武力攻撃事態等において、住民の避難、緊急物資の運送その他の

措置が的確かつ迅速に実施されるよう、必要な交通規制を行う。 
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② 放置車両の撤去等 

○ 警視庁は、避難住民の運送、緊急物資の運送等のため必要な場合は、放

置車両の撤去、警察車両による緊急通行車両の先導等を行うとともに、必

要に応じ運転者等に対し措置命令等を行う。 

③ 障害物の除去 

○ 警視庁は、緊急交通路の障害物の除去について道路管理者、消防機関及

び自衛隊等と協力し、状況に応じて必要な措置をとる。 

 
（６）関係機関等との連携 

○ 警視庁は、交通規制に当たっては、道路管理者等の関係機関との密接な連

携を確保する。 
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第５節 避難生活段階の計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 対象期間 

  住民が避難所等で避難生活をしている期間（避難してから避難解除されるまで

の期間） 

 
■ 本段階の主眼 

 ○ 避難所における避難住民の生活確保 
 ○ 安否情報の収集・提供 
 ○ 治安、物価等に係る社会的な混乱の防止 

 

■ 本段階の主な措置 
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１ 避難生活段階における都・関係機関等の役割分担 

 

  機 関 名 主 な 役 割 

都 

○ 東京都国民保護対策本部の運営 

○ 避難住民への物資・資材の提供等 

○ ライフラインが被災した場合の応急復旧 

○ 安否情報の収集・提供 

警視庁 

○ 避難後の無人化した地域、避難所における警戒 

○ 被災者の救助活動 

○ 交通規制（特に要避難地域、警戒区域等の周辺地域）

東京消防庁 

○ 火災が発生した場合の消火活動 

○ 被災者の救助・救急活動 

○ 避難所等における火災予防 

区市町村 

○ 区市町村国民保護対策本部の運営 

○ 避難所の運営 

○ 安否情報の収集・提供 

指定行政機関 

○ 避難所における救援の支援 

○ 著しく大規模又は性質が特殊な武力攻撃災害への対処

○ 生活関連物資等の価格安定措置 

自衛隊 
○ 避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処・応急復旧

等の実施 

指定地方行政機関 

○ 避難所における救援の支援 

○ 著しく大規模又は性質が特殊な武力攻撃災害への対処

○ 生活関連物資等の価格安定措置 

指定公共機関 

○ ライフライン等の安定供給・運行等 

○ 緊急物資の運送（運送事業者）、医療の提供（医療事業

者）等必要な措置の実施 

指定地方公共機関 

○ ライフライン等の安定供給・運行等 

○ 緊急物資の運送（運送事業者）、医療の提供（医療事業

者）等必要な措置の実施 
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２ 実施計画 

 

２－１ 住民避難に関する措置 

 

 

 

 

 

（１）避難完了の確認 

○ 都は、区市町村対策本部及び避難所等からの報告を受け、住民避難が完了

したことを確認する。 

 

（２）再避難に関する備え 

○ 都は、国や関係機関等から武力攻撃事態等に関する情報を集約し、状況に

応じて、避難所に避難している住民を再避難させることができるように、避

難準備の段階に準じて必要な準備を行う。 

 

２－２ 救援に関する措置 

 

 

 

 

 

 

（１）避難所における救援 

① 避難所の管理・運営 

ア 避難所の管理（＊） 

○ 避難所の管理は、都の施設を避難所とする場合は「都」、区市町村の

施設を避難所とする場合は「区市町村」、民間施設を避難所とする場合

は「当該施設の管理者」が、それぞれ行う。 

○ 避難所の管理を行う者は、避難所の安全基準に基づき、施設及び施設

内の設備等を適切に保全するものとする。 

 

                                            
（＊）電気・ガス・水道などの設備管理や施設の維持補修など 

○ 都は、区市町村や関係機関と連携・協力し、避難所において、「食品、飲料

水及び生活必需品の提供」「医療の提供」等を行うなど、避難住民の生活を確

保する。 

○ 都は、住民避難が完了したことを確認するとともに、武力攻撃事態等の状

況により、避難所からの再避難に備える。 
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イ 避難所の運営 

○ 避難所の運営は、避難所の位置する区市町村が行うものとする。ただ

し、多くの避難住民を収容するため、都があらかじめ指定する施設及び

民間施設を避難所とする場合は、都が運営する。 

○ 都及び区市町村は、避難所の運営に係る役割分担に応じて、避難所に

おいて、食品等の供給、医療の提供など、避難住民の生活を支援するた

めに必要な措置を実施するものとする。 

〇 女性や要配慮者の視点に配慮した避難所運営に努める。 

ウ 救援センターの設置 

○ 都及び区市町村は、避難住民の生活を支援する総合窓口として、各避

難所に「救援センター」を設置し、避難所開設期間を通じて必要な人員

を配置するものとする。 

○ 「救援センター」の職員は、関係機関やボランティアの協力を得て、

次のような業務を行うものとする。 

・避難住民に対する食料等の配給 

・医療、衛生管理、避難所生活に関する情報提供、相談対応 

・避難住民の生活状況の把握 

・都又は区市町村に対する物資・資材等の要請 等 

エ 避難所支援本部の設置 

○ 都は、複数の区市町村に大規模な住民が避難し、多くの避難所が設置

された場合、大量の救援物資の供給等を円滑に実施するため、あらかじ

め定める要綱に基づき都対策本部に避難所支援本部を設置する。 

○ 避難所支援本部は、区市町村等を通じて（都が運営する救援センター

からは直接物資要請がなされる）、避難所において不足する物資等を把

握し、広域的な観点から調整しつつ、次のような事項について、区市町

村による避難所運営を支援する。 

・救援物資（食品、飲料水、生活必需品等）の供給 

・応急医療の提供 

・学用品の供給 

・避難所における保健衛生の確保 等 
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≪避難所支援本部・救援センターの役割≫ 

 

② 二次避難所の設置・運営の支援 

○ 都は、区市町村が設置する二次避難所の運営状況を把握し、ボランティ

アの派遣など必要な支援を行う。 

③ 救援の内容 

○ 知事は、救援の程度及び基準に基づき、区市町村長と役割分担しつつ救

援を行う。 

ア 食品、飲料水、生活必需品の供給 

 

 

 

 

○ 都は、区市町村を通じて、避難所ごとに割り当てられた避難者数・世

帯数に基づき準備した食品等を避難住民に供給する。 

○ 都は、区市町村を通じて、補給すべき食品等の物資を把握した場合、

それらを速やかに確保し、集積所に運送する。 

イ 医療の提供 

 

 
・避難住民に対する応急的な医療 

・避難所周辺の利用可能な医療機関の情報提供 

・食品（備蓄食料、炊き出し、弁当等） 

・飲料水 

・生活必需品（衣類、毛布、日用品等） 
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○ 避難住民に対する応急的な医療は、区市町村の医療救護班が一次的に

行い、都は、区市町村からの要請に応じて医療救護班を派遣する。 

○ 救援センターで避難所周辺の利用可能な医療機関を把握し、避難住民

に対して情報提供する。 

ウ 電話その他の通信設備の提供 

 

 

 

○ 都は、聴覚障害者や視覚障害者等に関して、ボランティアの協力を得

るなど十分に配慮する。 

エ 学用品の給与 

 

 

○ 都は、被災により学用品を失った児童・生徒に対して、教科書等を支

給する。なお、必要があると認めるときは、金銭の支給に代えて行う。 

オ 応急仮設住宅等の供与 

○ 都は、避難先における避難が長期に及ぶ見通しとなった場合は、仮設

住宅の建設、民間賃貸住宅の借上げ及び都営住宅等の公的住宅の活用に

より、応急仮設住宅の確保に必要な措置を行う。 

④ 保健衛生の確保 

○ 都は、区市町村と協力して、避難先地域における避難住民等の状況等を

把握し、その状況に応じて、地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を実

施する。 

ア 保健衛生対策 

○ 都は、区市町村が巡回健康相談等を行うために避難所等に派遣する保

健活動班の活動が円滑に行われるよう支援する。健康相談に際しては、

高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の心身の健康状態に特段の配

慮を行う。 

イ 防疫対策 

○ 都は、区市町村と協力して、避難住民等が生活環境の悪化、病原体に

・教科書、文房具、通学用品等 

・電話 

・インターネット利用のための通信端末機器 等 
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対する抵抗力の低下による感染症等の発生を防ぐため、感染症予防のた

めの啓発、健康診断及び消毒等の措置を講ずる。 

ウ 環境衛生の確保 

○ 都は、区市町村と協力して、避難先地域における飲料水の安全等環境

衛生の確保のため、環境衛生指導班による水の消毒の確認や避難所の環

境整備のための措置を講ずる。 

エ 食品衛生の確保 

○ 都は、区市町村と協力して、避難先地域における食中毒等を防止する

ため、食品衛生指導班による食品等の衛生確保のための措置を講ずる。 

 

（２）救援物資等の確保及び避難所への運送 

① 物資等の確保 

○ 救援のための物資は、都及び区市町村が備蓄する物資、生産・販売事業

者等との協定又は購入契約に基づき調達した物資、民間等からの応援物資

をあてる。 

○ ただし、知事が必要と判断した場合は、次の方法で物資等を確保する。 

・国に対する支援要請（具体的な支援内容を提示） 

・相互応援協定等に基づく、他の道府県等に対する応援要請 等 

○ 都は、協定等によらない自発的な応援がある場合も考慮し、広報等を行

うに当たっては、不足を生じる可能性のある物資等を明らかにするなど、

応援が必要な物資等が明確となるように留意する。 

② 避難所への運送 

ア 備蓄・調達物資等 

○ 都は、区市町村が選定する集積地に救援に必要な備蓄・調達物資を運

送する。（６０頁「３ 物資・資材の運送体制の整備」を参照） 

イ 他道府県からの応援物資等の運送 

○ 都は、他道府県からの応援物資を円滑に運送するため、都が設置する

広域輸送基地で引き継ぎ、区市町村が選定した地域内輸送拠点に運送す

る。（６０頁「３ 物資・資材の運送体制の整備」参照） 

ウ 運送体制 
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○ １４０頁「（３）避難所への物資等の運送体制の確立」で確立した体

制による。 

（３）救援のための物資の売渡し要請等、土地等の使用 

① 救援のための物資の売渡し要請等 

○ 知事は、救援を行うため必要があると認める場合、救援の実施に必要な 

医薬品等の物資（＊）であって、生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送業

者が取り扱うものについて、その所有者に対し、売渡しを要請することが

できる。 

○ 知事は、その所有者が、正当な理由がないにもかかわらず、売渡し要請

に応じないときは、特に緊急の必要があり、やむを得ない場合、当該物資

の収用、又は保管命令を行うことができる。 

物資の収用等は、必要な事項（＊＊）を記載した公用令書を交付して行わ

なければならない。 

○ 知事は、物資の収用等を行う必要があるときは、その職員に物資の所在

場所や保管場所に立入検査をさせることができる。 

また、知事は、物資の保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はそ

の職員に物資の保管状況を検査させることができる。 

② 土地等の使用 

○ 知事は、収容施設や臨時の医療施設を開設するため、所有者及び占有者

の同意を得て、必要な土地や家屋を使用することができる。 

正当な理由がないにも係らず、当該土地等の所有者及び占有者に同意が

得られなかった場合は、特に必要な場合に限り、同意を得ないで当該土地

等を使用できる。 

○ 土地等の使用は、必要な事項を記載した公用令書を交付して行わなけれ

ばならない。 

 

（４）被災者に対する救援 

○ 都は、第４章第４節２－２「（４）被災者に対する救援」「（５）関係機関

との連携」「（６）事態類型に応じた留意点」（１４１頁～）によって、引き

                                            
（＊）特定物資という。 法及び政令で、医薬品、食品、寝具、医療機器その他衛生用品、飲料水、被

服その他生活必需品、建築資材、燃料等に限定されている。 
（＊＊）①公用令書の交付を受ける者の氏名・住所、②根拠となった法律の規定、③保管命令については、

保管物資の種類・数量・保管期間・場所、④土地等の使用については、使用する土地等の所在場所、

期間 等 
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続き、被災者に対する救援を行う。 

 

 

２－３ 武力攻撃災害の最小化に関する措置 

○ 都は、第４章第４節「２－３ 武力攻撃災害の最小化に関する措置」（１４

５頁）によって、引き続き、武力攻撃災害の発生の防除、拡大の防止、軽減を

図る。 

 

 

２－４ 国民生活の安定に関する措置 

○ 都は、第４章第４節「２－４ 国民生活の安定に関する措置」（１５６頁）

によって、ライフラインの確保、応急復旧、物価の安定、治安の維持等により、

国民生活の安定を図る。 

○ 都及び都教育委員会は、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じない

ようにするため、学習機会の確保、授業料の減免、被災した児童生徒に対する

就学援助などを行う。 

○ 避難所生活が長期にわたる場合は、特に、児童・生徒の教育の継続に配慮す

る。 

 

 

２－５ 被災情報の収集・報告 

○ 都は、第４章第４節「２－５ 被災情報の収集・報告」（１５８頁）によっ

て、被災情報の収集・報告を行う。 

 

 

２－６ 安否情報の収集・提供 

○ 都は、第４章第４節「２－６ 安否情報の収集・提供」（１６１頁）によっ

て、安否情報の収集・提供を行う。 
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第６節 復帰段階の計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 対象期間 

 避難の指示が解除されてから、避難住民が避難先地域からの復帰を完了するま

での期間 

 
■ 本段階の主眼  

 ○ ライフラインの応急復旧 
 ○ 国の避難措置の指示の解除を受けて避難の指示を解除 
○ 避難住民の円滑な復帰 

 ○ 都対策本部の廃止 

 
■ 本段階の主な流れ 

避難先からの復帰誘導 

（区市町村） 

避難措置の指示の解除 

（国対策本部長） 

都対策本部の設置指定の解除

（内閣総理大臣） 

都対策本部の廃止（知事） 

必要な救援・武力攻撃災害への 

対処等 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
応
急
復
旧 

被
災
者
等
の
生
活
再
建
支
援 

被

災

者

の

捜

索

・

救

出 

行
方
不
明
者
の
捜
索
・
死
体
の
処
理 

復
帰
で
き
な
い
住
民
へ
の
救
援
継
続 

順次避難所 

閉鎖 
避難の指示の解除（知事） 
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１ 復帰段階における都・各機関等の役割分担 

 

  機 関 名 主 な 役 割 

都 

○ 東京都国民保護対策本部の運営・廃止 

○ 避難の指示の解除 

○ 区市町村による復帰実施要領作成の支援 

○ 区市町村による復帰誘導の支援 

○ 復帰解除されても復帰できない者への救援 

警視庁 
○ 区市町村と協力して復帰住民の誘導（必要に応じて）

○ 復帰地域の治安の維持 

東京消防庁 ○ 区市町村と協力して復帰住民の誘導（必要に応じて）

区市町村 

○ 区市町村国民保護対策本部の運営・廃止 

○ 復帰実施要領の作成 

○ 復帰誘導 

○ 復帰解除されても復帰できない者への救援 

指定行政機関 

○ 住民の復帰のための措置の支援 

○ 応急復旧の支援 

○ 生活関連物資等の価格安定措置 

自衛隊 ○ 武力攻撃災害の応急復旧等の実施 

指定地方行政機関 

○ 住民の復帰のための措置の支援 

○ 応急復旧の支援 

○ 生活関連物資等の価格安定措置 

指定公共機関 

○ 住民の復帰のための措置の支援 

○ 応急復旧の支援 

○ 避難の指示解除の放送(放送事業者） 

○ 復帰住民の運送（運送事業者） 

指定地方公共機関 

○ 住民の復帰のための措置の支援 

○ 応急復旧の支援 

○ 避難の指示解除の放送(放送事業者） 

○ 復帰住民の運送（運送事業者） 
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２ 実施計画 

 

２－１ 住民の復帰に関する措置 

 

 

 

 

 

 

（１）避難の指示解除の基本的なフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（＊） 

 

 

                                            
（＊）放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、避難の指示の解除の通知を受けたとき

は、それぞれの業務計画に基づき、速やかにその内容について正確かつ簡潔に放送することとされ

ている。 

○ 知事は、内閣総理大臣の避難措置の指示の解除を受け、復帰先の安全を確認

した上で、避難の指示を解除する。 
○ 都は、区市町村が行う避難住民の復帰実施要領の作成や住民の復帰誘導など

に対し、必要な支援協力を行う。 

避難措置の指示の解除 

（国対策本部長⇒知事） 

★ 国対策本部長から、総務大臣を経由して、避

難措置の指示を解除 
★ 知事は、直ちに、避難措置の指示の解除の内

容を区市町村長、都の執行機関、放送事業者

その他の指定地方公共機関、その他関係機関

等に通知 
 

復帰先の安全、復旧状況

の確認（都・区市町村） 

★ 知事は、区市町村長等と協力して、復帰先の

安全、復旧状況を確認 

避難の指示の解除 

（知事） 

★ 知事は、避難の指示を解除 
★ 知事は、直ちに避難の指示の解除の内容を区

市町村長、都の執行機関、放送事業者その他

の指定公共機関及び指定地方公共機関、その

他関係機関、避難所の管理者等に通知（＊） 
 

復帰実施要領に基づき復帰

誘導（区市町村） 
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（２）復帰住民の誘導支援 

○ 都は、区市町村からの要請に応じて、避難住民の復帰実施要領の作成に協

力するほか、復帰のための運送手段を確保するなど必要な協力を行う。 

 

 

２－２ 救援に関する措置 

 

（１）避難の指示の解除後も復帰できない者への救援 

○ 都は、復帰解除後も住宅やライフラインの損壊等により、避難生活を継続

しなければならない住民に対して、引き続き、避難所において救援を行う。 

○ 避難の指示解除後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがなく

なった後、武力攻撃災害により住宅が全壊、全焼、又は流出して居住する家

屋がなく、自らの資力では住宅を得ることができない住民に対して、応急仮

設住宅等の供給など、必要な措置を行う。 

 

（２）復帰先での生活確保のための支援 

① 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

○ 都は、区市町村の報告に基づき、武力攻撃災害のため住宅が半焼又は半

壊し、自らの資力では応急修理することができない住民に対して、日常生

活に必要最小限の部分について応急修理する。 

② 住居又はその周辺の土石等の除去 

○ 都は、区市町村の報告に基づき、武力攻撃災害のため住居又はその周辺

に土石、竹木等が堆積し、日常生活に著しい支障を及ぼしており、住民自

らの資力では除去することができない場合、区市町村と協力し除去する。 

 

（３）その他の救援 

○ 状況に応じて、次のような救援措置を行う。 

・飲料水の供給 

・被災者の捜索及び救出 

・行方不明者の捜索及び死体の処理 等 
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２－３ 武力攻撃災害の最小化のための措置 

 

（１）廃棄物処理対策 

○ 都は、防災計画の定めに準じて、「災害廃棄物対策指針」（平成２６年環

境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部作成）等を参考としつつ、廃棄物処

理体制を確立する。 

○ 都は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、区市町村か

らの要求に基づき、各区市町村及び関係団体に広域的な応援を要求し、必要

な支援活動の調整を行う。 

○ 都は、被害状況から判断して区域内での広域的な応援による処理が困難と

見込まれる場合は、国の協力を得つつ、被災していない他の道府県に対し、

応援の要求を行う。 

 

（２）廃棄物処理の特例 

○ 都は、生活環境の悪化を防止するため、環境大臣の廃棄物処理の特例地域

の指定を受けて、武力攻撃災害等により発生した大量のがれき等の廃棄物の

処理を促進する。 

○ 都は、環境大臣が指定する特例地域において、特例基準（＊）に定めるとこ

ろにより、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４５年法律第１３

７号）に基づく廃棄物処理業の許可を受けていない者に対して、廃棄物の収

集、運搬又は処分を業として行わせることができる。 

この場合、環境省と連携を確保するとともに、関係区市町村に対して情報

提供を行う。 

○ 都は、特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたこと

が判明したときは、速やかにその者に対し、期限を定めて廃棄物の収集、運

搬又は処分の方法の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示するな

ど、特例基準に従うよう指導する。 

                                            
（＊）国民保護法第１２４条第２項で定める特例地域において適用する廃棄物の収集、運搬及び処分に

関する基準、廃棄物の収集、運搬又は処分を区市町村以外の者に委託する場合の基準 



第４章 武力攻撃事態等への対処 

第６節 復帰段階の計画 

 - 180 -

２－４ 国民生活の安定に関する措置 

 

 

 

 

 

（１）ライフライン等の応急復旧 

○ 都は、避難住民の復帰にあわせ、自らが管理するライフライン施設の応急

復旧を完了するよう努める。 

 

（２）生活再建資金の融資等 

○ 都は、自然災害時の制度等を参考にしつつ、武力攻撃災害により住居・家

財及び事業所等に被害を受けた者が、自力で生活の再建をするために必要な

資金を融資する等の制度を検討し、実施する。 

 

（３）都税の減免等 

○ 都は、災害の状況に応じて、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例

の定めるところにより、都税に関する申告、申請及び請求等の書類の提出、

納付又は納入に関する期限の延長並びに都税の減免及び徴収猶予の措置を

実施する。 

 

（４）就労状況の把握と雇用の確保 

○ 都は、被災者等の就労状況の把握に努め、自ら就労を支援するとともに、

厚生労働省の職業紹介等の雇用施策及び被災地域における雇用の維持に関

する措置に協力するなど、避難住民等、被災地域等の実情に応じた雇用確保

に努める。 

 

（５）被災児童生徒等に対する教育 

○ 都及び都教育委員会は、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じな

いようにするため、授業料の減免、被災した児童生徒に対する就学援助を行

う。 

また、避難住民等が被災地に復帰する際には、関係機関と連携し、学校施

設等の応急復旧等の適切な措置を講ずる。 

○ 都は、生活再建資金の支援、雇用の確保などにより、復帰した住民の生活

再建を支援する。 
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３ 都対策本部等の廃止 

 

 

 

 

 

（１）都対策本部の廃止 

○ 知事は、内閣総理大臣から都対策本部の設置指定解除の通知を受けたとき

は、遅滞なく、都対策本部を廃止する。 

○ 知事は、都対策本部を廃止したときは、都対策本部の設置に準じて、区市

町村、指定地方公共機関等に通知する。 

 

（２）都現地対策本部の廃止 

○ 都対策本部の廃止に伴い、都現地対策本部を廃止する。 

○ 知事は、内閣総理大臣から都対策本部の設置指定解除の通知を受けたとき

は、遅滞なく、都対策本部を廃止する。 
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第７節 復旧・復興 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 対象期間 

 避難住民の復帰が完了してから、ライフライン施設の復旧、都市やくらし等の

復興に取り組む期間 

 
■ 本段階の主眼  

 ○ ライフライン施設等の本格的な復旧 
 ○ 都市、住宅、くらし、産業の復興 
○ 国民保護措置に要した費用の支弁等 

  
■ 本段階の主な措置 

復   旧 

 

○ 道路等の公共施

設の復旧 

○ ライフラインの

本格復旧 

復   興 

 

○ 都市、住宅、く

らし、産業の復興 

（都復興対策本部）

国民保護に要した費

用の支弁 

○ 国に対する負担

金の請求 

○ 損失補償 

○ 実費弁償 

○ 損失補てん 



第４章 武力攻撃事態等への対処 

第７節 復旧・復興 

 

 - 183 -

１ 復旧・復興における都・各機関等の役割分担 

 

  機 関 名 主 な 役 割 

都 

○ 道路等の公共施設の復旧 

○ 都のライフライン施設の復旧 

○ 都市、住宅、くらし、産業等の復興 

○ 国民保護に要した費用の支弁 

警視庁 ○ 犯罪の予防、社会秩序の維持 

東京消防庁 
○ 消防相談に関すること 

○ 火災予防に関すること 

区市町村 

○ 道路等の公共施設の復旧 

○ 都市、住宅、くらし、産業等の復興 

○ 国民保護に要した費用の支弁 

指定公共機関 ○ ライフライン施設等の復旧 

指定地方公共機関 ○ ライフライン施設等の復旧 

 

 

２ 実施計画 

  

２－１ 復旧・復興 

 

（１）国における復旧のための法制の整備 

○ 武力攻撃災害による被害が発生したときは、国において、公共施設や産業

基盤などの本格的な復旧のため、財政上の措置や各種支援制度等に関する法

制が整備される。特に、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、国全体と

しての方針が示される。 

都は、これらの法制や方針を踏まえ、都市基盤等の迅速な復旧を図る。 

 

（２）都が管理するライフライン等の復旧 

○ 都は、武力攻撃災害によって被災した水道・下水道、鉄道、空港・港湾、

道路等のライフライン施設等を早急に復旧する。 

 

（３）復興対策 

○ 都は、大規模な武力攻撃災害により重大な被害を受けた場合は、知事を本

部長とする都災害復興本部（仮称）を設置し、都市、住宅、くらし、産業等

の計画的な復興を図る。 
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○ 復興に当たっては、被災地域の復興後の将来像を明確にし、その実現に向

けて、復興に係る諸事業を総合的に実施する。 

 

２－２ 国民保護に要した費用の支弁等 

 

（１）国への負担金の請求 

① 国に対する負担金の請求方法 

○ 都は、国民保護措置の実施に要した費用で都が支出したものについては、

別途国が定めるところにより、国に対し負担金の請求を行う。 

② 関係書類の保管 

○ 都は、武力攻撃事態等において、国民保護措置の実施に要する費用の支

出に当たっては、その支出額を証明する書類等を保管する。 

 

（２）損失補償、実費弁償及び損害補償 

① 損失補償 

○ 都は、国民保護法に基づく土地や建物の使用、物資の収用等の行政処分

に関して、国民保護法施行令に定める手続等に従い、通常生ずべき損失を

補償する。 

② 実費弁償 

○ 都は、国民保護法に基づいて行った医療の実施の要請又は指示に従って

医療を行う医療関係者に対して、国民保護法施行令で定める基準に従い、

その実費を弁償する。 

③ 損害補償 

○ 都は、国民保護措置の実施について援助を要請し、その要請を受けて協

力をした者がそのために死傷したときは、国民保護法施行令に定める手続

等に従い損害補償を行う。 
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（３）総合調整及び指示に係る損失の補てん 

○ 都は都対策本部による総合調整や指示の結果、区市町村、指定公共機関、

指定地方公共機関が損失を受けたときは、国が行う損失補てんの手続に準じ

て、損失を補てんする。 

 

 

≪（参考）区市町村が国民保護措置に要した費用の支弁≫ 

○ 国に対する負担金の請求等 

・区市町村が国民保護措置の実施に要した費用の支弁や国に対する負担金の

請求等について、都国民保護計画に準じて定めるものとする。この場合に

おいて、国に対する費用の請求については、別途国が定めるところにより、

国に対し請求するものとする。 

○ 損失補償及び損害補償 

・国民保護法に基づき区市町村が行う損失補償及び損害補償の手続等につい

ては、都国民保護計画に準じて定めるものとする。 
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第１節 全島避難の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 全島避難における都及び関係機関等の役割 

 

機 関 名 主 な 役 割 

都 

○ 現地対策本部の設置・運営 

○ 全島避難に関する方針の策定 

○ 警報の通知・伝達 

○ 避難の指示 

○ 他道府県に避難する場合の当該道府県との協議 

○ 島民等の運送手段の確保に関する調整 

○ 被災者等の救援 

○ 避難所（本土）の運営、調整 

○ 安否情報の収集・提供 

○ 第三管区海上保安本部に対する応援要請 

○ 自衛隊の部隊等の派遣要請 

○ 島民等の復帰に関する調整 

○ 復旧・復興の実施 

支庁（地方隊） 

○ 都対策本部の事務を分掌（＊） 

○ 町村の国民保護措置の実施を支援 

                                            
（＊）都内（本土）が、武力攻撃事態等の状況下にある場合は、支庁長（地方隊長）が、知事に代理し

て国民保護措置を実施することもありうる。 

○ 島しょ地域で武力攻撃等が発生又は発生の恐れがある場合は、全島民（島

内に一時的に滞在している者を含む。以下「島民等」という。)を計画的に本

土へ避難させることを基本とする。 

○ 知事は、全島避難を行うにあたっては、現地対策本部を設置し、要避難地

域の町村と連携・協力し、島民等の全島避難を総合的に指揮する。 

○ 島しょ地域の各町村は、自ら作成する国民保護計画に全島避難に関する計

画を規定するものとする。 

第５章 島しょ地域における全島避難 
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町 村 

○ 町村の国民保護対策本部の設置・運営 

○ 警報の伝達、避難の指示の周知 

○ 退避の指示、警戒区域の設定 

○ 避難島民の誘導 

○ 避難所（本土）の運営に関する協力 

○ 島民等の救援に関する協力 

○ 消火及び被災者の救助・救急 

○ 島民等の安否情報の収集・提供 

○ 島民の復帰誘導 

○ 復旧・復興の実施 

警視庁 

○ 島内における被災者の救出 

○ 避難島民の誘導 

○ 警報及び避難の指示等の伝達に関する協力 

○ 行方不明者の捜索及び死体の調査 

○ 島内における社会不安防止に関する協力 

○ 島内における治安の維持 

第三管区海上保安

本部 

(東京海上保安部、

横浜海上保安部、

下田海上保安部) 

○ 海上における避難住民の誘導 

・船舶交通の整理 

・船艇・航空機による情報収集、必要な情報の提供 

○ 海上における避難に伴う混雑等における危険な事態の

発生の防止 

・必要な警告又は指示 

・危険な場所への立入りの禁止等 

指定行政機関 

指定地方行政機関 

○ 船舶・航空機等の調達に関する斡旋 

自衛隊 ○ 避難島民の誘導等の実施 

指定公共機関 

・指定地方公共機関 

(運送事業者) 

○ 避難島民の運送 
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２ 全島避難の実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）全島避難の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

（２）避難の指示 

○ 知事は、国の対策本部長から、島しょ地域について避難の措置の指示が

あった場合、その内容を具体化し、直ちに要避難地域の町村長を通じ、島

民等に対して避難の指示を伝達する。（＊） 

                                            
（＊）全島避難を行うことは「避難措置の指示」で示され、具体的な全島避難の内容を「避難の指示」

で示すことが想定される。 

○ 都は、全島避難を実施するにあたり、避難の準備から本土での生活の確

保までを含めた全体的な方針となる「全島避難に関する方針」を策定し、

計画的に避難措置を実施する。 

○ 特に、避難住民の運送手段の確保など、国との緊密な連携に留意する。

要配慮者（病人等）は 
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○ 都は、避難措置の実施にあたり、町村に対して要配慮者を優先的に避難

誘導するように要請するなど、要配慮者を安全・確実に避難させるための

調整を行う。 

 

（３）「全島避難に関する方針」の作成 

○ 知事は、国の対策本部長から全島避難すべき旨の避難措置の指示があっ

た場合、関係町村の意見を踏まえ、「全島避難に関する方針」を策定する。
（＊） 

≪「全島避難に関する方針」で定める主な事項≫ 

・全島避難の対象となる町村 
・避難先地域及び目的港 
・全島避難の開始予定時期 
・避難島民等の運送手段（島内における運送を含む。） 
・要配慮者に関する留意事項 
・避難後の生活に関する事項 
・動物の取扱い 

○ 知事は、前項で作成した「全島避難に関する方針」を直ちに関係する区

市町村長、関係機関等に通知する。（＊＊） 

 
（４）国との連携 

○ 都は、全島避難を行う場合、船舶等の輸送力の確保に努める必要がある

ことから、次の情報について、総務省消防庁又は国土交通省を通じて、国

の対策本部に早急に連絡するものとする。 

・避難すべき住民の数、想定される避難方法 

・都で確保が見込める運送手段、今後不足する運送手段の見込み 

 

（５）現地対策本部の設置 

○ 知事は、必要に応じて、現地対策本部を設置し、現地対策本部長に町村

及び関係機関等との全島避難に係る連絡調整等を行わせる 

 
 
 
 

                                            
（＊）方針は、避難の指示と併せて、又は避難の指示後速やかに策定する。 

（＊＊）関係町村長は、直ちに「避難実施要領」を作成する。 
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（６）島外への避難島民等の運送 

ア 島から目的港までの運送 

≪船舶による運送≫ 

○ 海運事業者である指定地方公共機関の船舶の使用を基本とする。知事

は、状況により、関東運輸局に対して船舶の調達に関する斡旋を要請す

るとともに、第三管区海上保安本部に対して避難島民等の海上運送を要

請する。 

○ 知事は、避難島民等の数や状況の急迫性を考慮し、必要と判断する場

合は、防衛大臣に対して、避難島民等の海上運送のための自衛隊の部隊

等の派遣を要請する。 

○ 知事は、必要に応じて、島の近海に所在する漁業従事者に対し、避難

島民等の海上運送について協力を依頼する。 

≪航空機による運送≫ 

○ 航空事業者である指定地方公共機関の航空機の使用を基本とする。知

事は、状況により、東京航空局に対して航空機の調達に関する斡旋を要

請するとともに、第三管区海上保安本部に対して要配慮者等の航空運送

を要請する。 

○ 知事は、要配慮者の数や状況の急迫性を考慮し、必要と判断する場合

は、防衛大臣に対して、要配慮者等の航空運送のための自衛隊の部隊等

の派遣を要請する。 

イ 目的港・空港から避難所への運送 

○ 都は、目的港及び空港から各避難所まで、避難島民等の運送を行う。 
知事は、状況により、バス、タクシー事業者及び陸運事業者たる指定

地方公共機関に対し、避難島民等の陸上運送について必要な車両等の提

供を求める。 

 
（７）海上運送にあたっての安全の確保 

○ 知事は、避難島民等を海上運送するために使用する湾内及び避難航路上

における安全を確保するため、警視庁及び第三管区海上保安本部に対し、

必要な要請を行う。 

○ 知事は、天候などの状況により、海上保安庁のみによる当該海域等にお

ける安全の確保が困難と判断した場合、防衛大臣に対して必要な要請を行

う。 
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（８）東京都以外の地域に全島避難する場合 

○ 知事は、都の区域を越える避難措置の指示を受けた場合、事前に他の道

府県との間に締結される相互応援協定に基づくほか、あらかじめ当該避難

先地域を管轄する道府県知事と、次の事項について協議する。 

・全島避難する島民等の数及び受入れ予定地域 

・全島避難の時期、運送手段及び経路 

・避難先道府県の目的港及び空港  

・目的港及び空港に到着後の誘導に関する事項 

・安否情報の収集・提供に関する事項 

 

３ 安否情報の収集 

○ 都は、全島避難に当たり、避難者漏れを防止することも考慮し、特に次の事

項に留意して、安否情報の収集を行う。 

・町村長による避難者名簿の作成   

・避難島民等を誘導する町村職員の避難者名簿の携行 

 

４ 避難所に関する留意事項 

○ 都は、全島避難における避難生活において、次の事項について特に留意する。 

・避難が長期化することが予想されることから、長期の避難生活を想定した施

設の提供 

・早い段階から応急仮設住宅等を提供できる態勢の確保 
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第２節 突発的な事態への対処 

 
 
 
 
 
 
 

１ 突発的な事態における対処の基本的な流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 屋内等への退避の指示 

○ 知事は、突発的な事態の発生に伴い、島民等に対する危険を防止するため緊

急の必要がある場合は、直ちに「屋内への退避」を指示する。（＊） 

                                            
（＊）国から避難措置の指示が出されている場合は、直ちに「屋内への避難」を指示する。（ただし、事

態が突発した場合は、避難措置の指示までには相応の時間を要すると思われる。） 
 

○ ゲリラや特殊部隊による攻撃など突発的な事態が発生し、全島避難を行

う時間的余裕がない場合は、まず屋内避難（又は退避）を指示する。 

○ その後、事態の推移により必要な場合は、島民等の安全に十分に配慮し

つつ、さらに本土へ避難させるものとする。 
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○ 島の湾内にいる船舶の乗務員に対しては、湾外の海域（海上に警戒区域が設

定されている場合は当該区域の外側）に避難（又は退避）を指示する。 

○ 知事は、その他の島でも警戒態勢を強化する必要がある場合は、「緊急通報」

を発令するなどの対応を行う。 

 
３ 屋内退避後に全島避難をする場合の安全の確認 

○ 知事は、屋内に一次的に退避させた島民等の島外への避難に際し、当該町村

長、支庁長、警視庁を通じて、島内における武力攻撃等及び武力攻撃災害の発

生状況を確認し、島内の安全を確認する。 

 
４ 事態認定前における対応 

○ 知事は、内閣総理大臣による事態の認定前に事案が発生し、緊急に住民の安

全等を確保する必要性がある場合、災害対策基本法の仕組みを活用するなどに

より、国民保護措置に準じた措置を実施するものとする。 
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第３節 平素からの備え 

 

 

 

 

１ 情報収集体制の整備 

○ 都は、武力攻撃災害により、通信中継所の破壊等が行われた場合の通信の途

絶を補完できる通信体制を整備する。 

○ 警視庁は、島しょ地域においても、ヘリコプターテレビ電送システムなど、

その保有する手段を活用した情報収集・連絡体制を確保するよう努める。 

 

２ 基礎的資料の収集・整備 

○ 島しょ地域においては、特に次の資料を整備する。 

・都内及び近隣県の主要な港湾施設に関する資料 
・全島避難時に使用する船舶等の運送能力に関する資料 

 
３ 警報及び避難の指示等の伝達に必要な準備 

○ 都は、漁業従事者に対する警報及び避難の指示等の伝達が確実に行われるよ

うに、各町村と漁業協同組合間で漁業無線を有効に活用する体制づくりを促す

とともに、第三管区海上保安本部との連携体制を確保する。 

 

４ 「全島避難に関する方針」のモデルの作成 

○ 都は、全島避難を指示する段階で作成する「全島避難に関する方針」のモデ

ルをあらかじめ作成するものとする。 

 

 

○ 全島避難を的確に行うため、特に、次の点に関する備えを行う。 
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第１節 基本的考え方 

 

 

 

 

 

 

○ 都は、他道府県からの避難住民を受け入れたときから、復帰するまでの期間、

受入地域の区市町村等と連携・協力して、救援等の措置を行う。 

○ 都は、他道府県から避難住民の受入れに係る協議を受けたときは、正当な理由

がある場合（＊）を除き、避難住民を受け入れるものとする。 

○ 都は、安否情報の収集を、要避難地域の道府県等と連携・協力して行う。 

≪他道府県からの避難住民の受入れの概要≫ 

 

                                            
（＊）国の避難措置の指示後に、都内の避難先地域が予測されない攻撃を受け、避難住民の受け入れが

行えなくなっている場合等 

 ○ 国の避難措置の指示に基づき、要避難地域の道府県と協議の上、受入地域

を決定し、避難住民を受け入れる。 

○ 国の救援の指示に基づき、都と区市町村が協力し、受け入れた避難住民へ

の救援を行う。 

第６章 他県の避難住民等の受入れ 
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第２節 事態への対処 

 

 

 

 

 

１ 避難住民の受入れにおける関係機関の役割分担 

 

  機 関 名 主 な 役 割 

都 

○ 要避難地域の道府県との協議、受入地域の決定・通知

○ 要避難地域の市町村による避難誘導への協力 

○ 避難住民への物資・資材の提供等 

○ 安否情報の収集・提供 

警視庁 

○ 要避難地域の市町村による避難誘導への協力 

○ 交通規制 

○ 避難所における警戒 

東京消防庁 
○ 要避難地域の市町村による避難誘導への協力 

○ 避難所等における火災予防 

区市町村 

○ 要避難地域の市町村による避難誘導への協力 

○ 避難所の運営 

○ 安否情報の収集・提供 

指定行政機関 
○ 避難住民の誘導の支援 

○ 避難所における救援の支援 

自衛隊 ○ 避難住民の誘導、避難住民等の救援の実施 

指定地方行政機関 

○ 避難住民の誘導の支援 

○ 避難所における救援の支援 

○ 生活関連物資等の価格安定措置 

指定公共機関 
○ 避難住民・物資の運送（運送事業者）、医療の提供（医

療事業者）等必要な措置の実施 

指定地方公共機関 
○ 避難住民・物資の運送（運送事業者）、医療の提供（医

療事業者）等必要な措置の実施 

要避難地域の道府県 

○ 都への協議、避難の指示、指示内容の通知 

○ 要避難地域の市町村による避難誘導の支援 

○ 都が行う救援への協力 

○ 安否情報の収集・提供 

 ○ 他県からの避難住民の受入れに関する措置は、「第４章 武力攻撃事態等

への対処」に掲げた事項を基本とするほか、以下に掲げる事項を行う。 
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要避難地域の市町村 

○ 避難の指示の伝達 

○ 避難住民の誘導 

○ 都が行う救援への協力 

○ 安否情報の収集・提供 

 

２ 実施計画 

 

２－１ 受入地域等の決定 

 

○ 知事は、国の避難措置の指示を受けて避難住民を受入れる必要があるときは、

要避難地域の道府県及び避難経路となる県と、あらかじめ次の事項について協

議する。（＊） 

・避難住民数、避難住民の受入予定地域 

・避難の方法（運送手段、避難経路） 等 

○ 知事は、必要に応じて区市町村及び関係機関と協議を行いつつ、迅速に受入

地域を決定し、要避難地域の道府県知事及び受入地域の区市町村長及び避難施

設の管理者に通知する。なお、受入地域の決定等に当たっては、次の点に留意

する。 

・避難住民の人数や避難期間の見込みと、それに見合った避難施設（応急仮設

住宅等の収容施設を含む）の状況や受入体制の確保 

・避難経路となる都県を結ぶ幹線道路及び鉄道路線等と避難施設までの経路の

被災状況等の把握 

○ 知事は、受入地域を決定した場合は、都民への周知を図るとともに、受入地

域の区市町村と協力して、避難住民を受入れる態勢を速やかに整えるものとす

る。 

○ 知事は、避難住民の受入れについて、国の対策本部長による総合調整、内閣

総理大臣による指示が行われた場合には、その内容に従い、適切な措置を講ず

る。 

 

 

 

 

                                            
（＊）大規模な着上陸侵攻に伴う避難については、避難措置の指示に当たって国により実質的な調整が

図られることから、都道府県間の協議においては、基本的に個別の地域の避難住民の割当等の細部

の調整を図ることとする。 
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２－２ 避難誘導 

○ 知事は、要避難地域の市町村が主体となって行う避難住民の誘導について、

要避難地域の道府県と緊密に連絡を取りつつ、避難住民の移動方法に応じた都

内での運送を確保する等、必要な協力を行う。 

 

２－３ 救援 

○ 知事は、他道府県からの避難住民を受け入れた避難所等において、受入地域

の区市町村と連携・協力し、食品・飲料水を提供するなど必要な救援を行う。 

 

２－４ 安否情報の収集・提供 

○ 都は、要避難地域の道府県・市町村、受入地域の区市町村と連携・協力し、

安否情報の収集に努める。 

○ この場合、関係する都道府県、区市町村が安否情報の提供ができるよう、安

否情報の共有化を図るものとする。 
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第３節 平素からの備え 

 

 

 

 

 

○ 都は、近隣県等との相互応援協定の見直し、又は新たな協定の締結にあたって

は、避難誘導時の車両の使用や避難住民の受入れ、救援に関する職員の協力のあ

り方等について検討し、協定に反映するよう努める。 

○ 都は、避難住民の受入れを円滑に行うため、受入地域の区市町村との役割分担

等について、検討・整理する。 

○ 都は、救援措置を円滑に行うため、受け入れた市町村職員の協力のあり方等に

ついて、検討・整理する。 

○ 都は、要避難地域の道府県・市町村、受入地域の区市町村との安否情報の収集・

提供、安否情報の共有のあり方等について、検討・整理する。 

 ○ 避難や救援等における備えは、「第３章 平素からの備え」に掲げた事項

を基本とし、他県からの避難住民の受入れに必要な備えを行う。 
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■ 緊急対処事態（＊） 

  緊急対処事態とは、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて、多数の人を殺傷する

行為が発生した事態、又は発生する明白な危険が切迫していると認められる事態で、

国家として緊急に対処することが必要なものをいう。 

■ 想定される事態類型 

事態類型 事  例 

① 危険物質を有する施設への攻撃 可燃性ガス貯蔵施設等の爆破 

② 大規模集客施設等への攻撃 
大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破 
列車等の爆破 

③ 大量殺傷物質による攻撃 

炭疽菌、サリン等の大量散布 
ダーティボム等の爆発による放射性物質の

拡散 

④ 交通機関を破壊手段とした攻撃 航空機による多数の死傷者を伴う自爆テロ 

■ 共通する特徴 

 ① 非国家組織等による攻撃 

 ② 突発的な事態発生 

 ③ 発生当初は事故との判別が困難 

 ④ 不特定多数の市民が日常利用している場所（列車、地下鉄、劇場など）で発生

する可能性が高い 

■ 都対策本部設置前における事案発生への対処 

突発的にテロ等が発生した場合、政府による事態認定や都対策本部の設置指定が

行われるまでは、都は、緊急に都民等の安全等を確保するため、都災害対策本部設

置等の災害対策におけるしくみなどを活用し、緊急対処保護措置に準じた措置を行

う。（＊＊）  

                                            
（＊）本章の規定は、本章において対応しようとする事案が結果的に武力攻撃事態等の認定につながっ

た場合にも適用する。 
（＊＊）国民保護法に基づく緊急対処保護措置は、政府による事態認定前は実施できない。 

○ 大規模なテロ等（緊急対処事態）において実施する緊急対処保護措置は、武

力攻撃事態における国民保護措置（住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処

など）の内容、手続き等に準じる。 
○ 本章では、テロ等が突発的に起きることを考慮し、「初動対応力の強化」「平

時における危機情報の監視」「大規模テロ等の発生時の対処」などに関して、

特に必要な事項を記載する。（＊） 

第７章 大規模なテロ等（緊急対処事態）への対処 
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第１節 初動対応力の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 危機管理体制の充実 

 

（１）大規模集客施設等に係る連携体制 

○ 都は、都、区市町村、警視庁、東京消防庁、陸上自衛隊第一師団、第三

管区海上保安本部、民間事業者の業界団体、都関連施設等から成る「テロ

等の危機に関する事業者連絡会（平成１８年９月設置）」を通じて、大規

模集客施設等におけるテロ等の発生に備えた危機管理の強化や危機情報

の共有等を図る。 

○ 都は、テロ等が発生した場合に迅速に初動対応を行うため、施設管理者

と協議の上、施設の実態に応じて、都、施設管理者、警察・消防等関係機

関等の緊急連絡体制を整備する。 

 
（２）「テロ対策東京パートナーシップ推進会議」（＊）による連携体制 

○ 都は、「テロを許さない社会づくり」をスローガンとする「テロ対策東

京パートナーシップ推進会議（平成２０年１１月発足）」を活用し、警視

庁を始め、関係行政機関、民間事業者と連携して、テロに対する危機意識

の共有や大規模テロ発生時における協働対処体制の整備等に取り組む。 

 

（３） 庁内の連携体制 

○ テロ等対策に関する庁内組織「東京都テロ等対策連絡調整会議（平成２

６年８月設置）」を運営し、都が管理する施設等におけるテロ等対策の検

討や危機情報の共有など、全庁横断的な連絡調整等に取り組む。 

 

                                            
（＊）警視庁や都などの関係行政機関やライフライン、公共交通機関、大規模集客施設などの民間事業

者で構成され、平素から会議や研修会、情報ネットワーク等を通じて情報を共有し、官民一体とな

ってテロ対策を推進している。 

○ テロ等の発生時に住民等の避難や救助などを迅速に行うため、都が管理す

る施設、大規模集客施設や民間のライフライン施設等の初動対応力の強化を

図る。 
○ 平素及びテロ等の発生時に、都、大規模集客施設等の管理者、警察・消防

等関係機関等が連携協力して対処する体制を構築する。 
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（４）大学や研究機関等との連携の確保等 

① 大学や研究機関等との連携の確保 

○ 都は、都内の大学や研究機関における危機管理に関する人材や情報を

把握するとともに、人的・物的なネットワークや協力関係の構築に努め

る。 

 ○ 都は、テロ対策の専門家や関係機関との連携により、テロの動向や対

策に関する情報収集に努める。 

② 医療機関等の把握 

○ 大規模なテロ等の発生時に、迅速かつ的確に医療の提供を行うため、

災害拠点病院などの主要な病院の所在や病床数等の対応能力を把握す

る。 

○ ＮＢＣ攻撃による被災者への対応が可能な医療機関、ＮＢＣの専門知

識を有する医療関係者に関する情報収集等について、東京都災害医療協

議会等を通じ、考え方や基準などを検討する。 

 

（５）民間のライフライン等施設及び大規模集客施設の危機管理の強化 

○ 都は、警視庁、東京消防庁又は消防本部、海上保安庁等の関係機関と協

力し、ライフライン等施設や大規模集客施設の管理者が行う危機管理体制

の強化や訓練に対して、必要な指導、助言を行う。 

この場合、施設内の人々への正確な情報伝達・指示、避難誘導などの初

動対応を重視する。 

 

２ マニュアル等の整備 

 

（１）大規模テロ等発生時の対処マニュアルの策定 

○ 都は、「東京都大規模テロ等対処マニュアル（仮称）」を策定し、Ｎ（核

物質）、Ｂ（生物剤）、Ｃ（化学剤）など、テロ等の類型に応じた初動対処

の手順等を明らかにする。 

 

（２）都庁舎など都が管理する施設における対処マニュアルの整備 

○ 都は、都庁舎や都が管理するライフライン等施設（地下鉄、水道、港湾

等）及び大規模集客施設（劇場、博物館、イベント施設、スポーツ施設等）

等に関して、適切な警戒対応と発生時における迅速・的確な対処を確保す
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る観点から、テロ等への対処マニュアルを整備（＊）するなど、危機管理体

制を強化する。 

対処マニュアルの整備にあたっては、施設内の人々への正確な情報伝

達・指示、避難誘導などの初動対応を重視する。 

 

（３）民間施設における対処マニュアルの整備 

○ 都は、警視庁、東京消防庁、海上保安庁等の関係機関と協力し、民間の

ライフライン施設や大規模集客施設等の施設管理者に対して、適切な警戒

対応と発生時における迅速・的確な対処を確保する観点から、テロ等への

対処マニュアルの整備を要請する。 

なお、区市町村においても、関係機関と協力し、都と連携のうえ同マニ

ュアルの整備を要請するものとする。 

 

３ 発生現場における連携協力のための体制づくり 

 

（１）大規模集客施設等との緊急連絡体制の整備 

○ 都は、テロ等が発生した場合に迅速に初動対応を行うため、施設管理者

と協議の上、施設の実態に応じて、都、施設管理者、警察・消防等関係機

関等の緊急連絡体制を整備する。 

 

（２）現地連絡調整所の運営等に関する協議 

○ 都は、テロ等の発生に応じて、現地で活動する機関とともに設置する「現

地連絡調整所」（現地における情報の共有、連携の確保等を目的とする）

の具体的な運営について関係機関と協議するなど、連携協力のための体制

づくりを進める。 

   
４ 不特定多数の人々への情報伝達 

○ 都は、大規模集客施設や繁華街等を往来する不特定多数の人々に警報や避難

の指示等を速やかに伝達できるように、放送事業者や電気通信事業者等に協力

を依頼するなどして、多様な情報伝達手段の確保に努める。 

 

５ 装備・資材の備蓄 

○ 都は、特に、ＮＢＣテロ等の発生時に現地連絡調整所等で活動する職員のた

めに必要となる資材等について、新たに備蓄又は調達を検討する。 

                                            
（＊）既存の危機管理マニュアルの修正又は新たな整備 
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６ 訓練の実施 

○ 都は、テロ等の具体的な事例を設定し、初動対応に重点を置いたシミュレー

ション訓練や実動訓練を行う。 

≪備蓄又は調達する資材の例≫ 

・Ｎ（核物質）用の防塵マスク、線量計・線量率計（サーベイメータ等）、放射線防護衣、

手袋、ブーツ、ゴーグル（鉛入りガラス使用） 

・Ｂ（生物剤）用の感染症予防用マスク、消毒用噴霧器、消毒液（薬） 

・Ｃ（化学剤）用のガスマスク、ガス検知器、化学防護衣、化学防護服 
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第２節 平時における危機情報の監視 

 

 

 

 

 

１ 危機情報の把握及び警戒対応 

  

 （１）危機情報の把握 

○ 都は、危機管理監の統括のもと、国や区市町村、警察・消防等と連携し、

常にテロの兆候など危機情報の把握に努める。 

また、海外におけるテロ等の発生事例（特に首都や大都市）に関する情

報についても可能な限り収集・分析し、警戒対応やテロへの対応力の強化

に活かす。 

○ 都は、テロ等の危機情報を把握した場合、速やかに危機管理監に伝達で

きるように、総務局と各局間及び各部局内の情報伝達体制を確立する。 

 

  （２）情報の共有 

○ 都は、危機管理対策会議や東京都テロ等対策連絡調整会議等を通じて、

テロ等に関する危機情報を全庁的に共有する。 

 

（３）警戒対応 

○ 都は、テロ等の危機情報を把握し、テロ等の発生に備える必要があると

判断した場合、直ちに関連する施設に対して警戒対応の強化を要請すると

ともに、東京都管理施設テロリズム等警戒対応基準（平成１８年決定）に

基づき、自ら管理する施設の警戒を行う。 

 

２ 住民等の協力 

○ 都は、テロ等に関する不審者や不審物を発見した場合、速やかに警察等に通

報するように、住民等に対する普及・啓発を図る。 

○ 都は、テロ等に対する警戒や発生時の対処にあたり、生活上の不便や制約等

が生じる場合もあることを踏まえ、そのような場合の住民の協力について理解

が得られるように、平素から機会を捉え普及・啓発に努める。 

 

○ 都は、危機管理監の統括の下、常にテロ等の兆候や情報を収集・分析し、必

要な警戒対応を行う。 
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第３節 発生時の対処 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国による都対策本部設置指定が行われている場合 

○ 政府による緊急対処事態の認定及び緊急対処事態対策本部の設置指示が行

われている場合は、都緊急対処事態対策本部を設置し対処する。 

 

２ 都対策本部設置指定前にテロ等が発生した場合 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  都は、テロ等が発生した場合、国による都対策本部設置指定の有無にかか

わらず、国、区市町村、警察・消防等関係機関と緊密に連携協力し、被災者

の救出・救助、住民等の避難等の初動対応に全力を挙げて取り組む。 
○ 国による都対策本部設置等の指定がない段階では、都災害対策本部を設置

して災害対策のしくみを活用して対処するなどにより、緊急対処保護措置に

準じた措置を実施する。 

◆災害即応対策本部 

 突発的かつ局地的な災害に対し、国民 

保護対策本部を立ち上げるまでの間 

◆危機管理対策会議 

 情報の収集・分析、対応策の検討、

 総合調整 等 

◆危機情報収集体制 

 情報収集・分析 等 
（事案発生の情報が曖昧な場合等）
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（１）危機管理対策会議における初動対応 

① 危機情報収集体制 

○ 危機管理監は、テロ等の可能性のある事案発生の情報が曖昧な場合な

どに的確な情報を収集・分析を行うため、必要に応じて危機情報収集体

制により対応する。 

② 危機管理対策会議の招集 

○ 危機管理監は、テロ等の可能性のある事案発生の情報を把握した場合

は、直ちに危機管理対策会議を招集し、知事に報告する。（＊） 

③ 情報の収集・分析 

○ 危機管理監は、国、区市町村、警視庁、東京消防庁、第三管区海上保

安本部等、自衛隊等を通じて当該事案に関する情報を収集・分析し、事

案の把握に努める。 

④ 初動対応 

○ 危機管理監は、関係機関と連携・協力し、被災者の救助や避難等に関

して必要な措置（＊＊）を速やかに実施する。 

この場合、ダーティボムや化学剤が使われている可能性も考慮し、二

次被害の発生防止に努める。 

○ 危機管理監は、状況により、テロ等の事態の拡大（連続爆破テロ等）

等も視野に入れ、施設管理者等に対する警戒要請などを行う。 

○ 危機管理監は、都民等への正確な情報提供に努める。 

○ 危機管理監は、多数の死傷者や建造物の破壊等の被害が発生し、その

被害の態様が災害対策基本法に規定する災害に該当する場合には、緊急

対処保護措置に準じた措置を行うため、直ちに知事に対して「都災害対

策本部」の設置を申請する。 

⑤ 現地連絡調整所の設置 

○ 都は、テロ等の発生に応じて、速やかに現地連絡調整所を設置し、被

災状況や各機関の活動状況を把握するとともに、各機関が有する情報の

共有、現地における活動の連携のための調整等を行う。 

                                            
（＊）発生当初は事故と区別できないことも考えられるが、そのような場合でも最悪の事態を想定し、

危機管理対策会議を招集する。 
（＊＊）消防法・警察官職務執行法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急・救助等の応急措置に

ついての情報を収集・分析し、警視・消防等と連携して被害の最小化を図る。なお、事態認定がさ

れていれば、必要に応じて、国民保護法に基づく措置の実施が可能である。 
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≪参加要請先≫ 

・警視庁、東京消防庁又は消防本部、第三管区海上保安本部、保健所、

医療機関、都区市町村、自衛隊など、現地で活動している機関 
 

（２）都災害対策本部における総合的な対応 

① 都災害対策本部の設置 

○ 都は、事態認定前において、原因不明の緊急事案が発生し、その被害

の態様が災害対策基本法に規定する災害に該当する場合には、災害対策

基本法に基づく都災害対策本部を設置し、必要な措置を総合的に推進す

る。 
この場合、都は、直ちに事案の発生や都の対応状況について、総務省

消防庁を経由（警視庁においては、警察庁を経由）して国（内閣官房）

に連絡するとともに、関係区市町村に連絡する。 

② 都災害対策本部における対応の基本 

○ 都は、都災害対策本部において、事案に応じて関係機関が災害対策基

本法、警察官職務執行法、消防法、海上保安庁法等に基づき講じる避難

の指示、警戒区域の設定、消火、救助・救急等についての情報を収集・

分析し、総合調整するなど、被害の最小化を図る。また、必要に応じて、

現地対策本部を設置する。 

○ 知事は、迅速な対処のため特に必要がある場合、区市町村長に対して、

避難の指示や警戒区域の設定などの指示を行う。（＊） 
また、区市町村が、全部又は大部分の事務を行うことができなくなっ

たときは、区市町村長に代わって避難の指示等の措置を行う。 

○ 知事は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認

めるときは、国の関係機関や他の道府県に対し支援を要請する。 

○ 都は、都緊急対処事態対策本部を設置し、総合調整や措置を行うこと

が不可欠と判断される場合、国に対して、緊急対処事態の認定や都緊急

対処事態対策本部の設置指定を要請する。 

③ 速やかに実施すべき措置 

ア 被災者の救助、救援 

○ 都は、現地連絡調整所を介して、医師の派遣や医薬品の確保など事

案の発生現地における救助活動に必要な支援を行う。 

                                            
（＊）避難の指示や警戒区域の設定は、区市町村長や現場の警察官等が行う。 
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○ 都は、必要により現地において救命処置等を行うため、東京ＤＭＡ

Ｔを派遣する。この場合、派遣医師等の安全確保に十分留意する。 

○ 都は、必要により、現地の医療救護所におけるトリアージ（＊）や応

急措置のため、医療救護班を派遣する。 

イ 被災者の搬送 

○ 都は、多数の被災者が発生した場合や医療救護活動に係る人員・機

材等の運送に車両が必要な場合は、運送事業者である指定公共機関、

指定地方公共機関等に対して、搬送用車両の提供を求める。 

ウ 避難の指示 

○ 知事は、災害の規模、程度等から付近住民の避難が必要と判断した

場合、当該区市町村長に対して、避難の指示を行うように要請する。 

○ 都は、大規模集客施設等の中で事案が発生した場合、施設管理者が

行う館内放送や避難誘導等の状況を把握し、施設内の人々の避難が適

切に行われるよう、必要な支援・助言等を行う。 

エ 災害対策基本法等に基づく警戒区域の設定 

○ 都は、事案の発生現地において、警察官、海上保安官あるいは消防

により警戒区域（＊＊）が設定されている場合、現地連絡調整所におい

てこれらの機関と連携し、付近住民に対してその周知・徹底を図る。 

○ 知事は、事案が連続して発生し拡大が予測されるなど緊急の必要が

あると判断する場合、当該区市町村長に対して、新たな警戒区域の設

定を要請する。 

オ 警戒要請等 

○ 都は、事案の拡大の状況に応じて、鉄道やライフライン等の施設の

厳重警戒、鉄道の運行停止など災害を最小にするために必要な要請を

行う。 

 
（３）自衛隊の派遣要請 

○ 知事は、人命又は財産の保護のために必要があると認められる時は、防

衛大臣又はその指定する者に対して災害派遣を要請する。 

                                            
（＊）triage 多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や程度に応じ、適切な搬送治療を行う

こと 
（＊＊）警察官、海上保安官：災害対策基本法第６３条第２項に基づく警戒区域の設定 
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３ 緊急対処事態対策本部への移行 

○ 政府による事態認定が行われ、内閣総理大臣から都緊急対処事態対策本部の

設置指定があった場合、都は、直ちに新たな体制に移行し、「都災害対策本部」

を設置している場合は、これを廃止する。 

○ 都対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく避難の指示等の措置が講じ

られている場合には、すでに講じられた措置に代えて、改めて国民保護法に基

づく所要の措置を講ずるなど必要な調整を行うものとする。 

≪緊急対処事態における警報≫ 

○ 知事は、緊急対処事態においては、国の対策本部長が決定する通知・伝達の

対象となる地域の範囲に応じて、当該地域に関係する機関等に対し警報を通

知・伝達する。 

なお、警報に関するその他の事項は武力攻撃事態等に準じて行う。 

≪例（大規模爆弾テロ）≫ 

 

災
害
即
応
対
策
本
部 

危
機
管
理
対
策
会
議 
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第４節 大規模テロ等の類型ごとの対応の留意点 

  

 

 

 

 

１ 類型ごとの留意点 

○ 都は、本計画及び本計画に基づき作成する事態類型ごとの対処マニュアル（＊）

等で定めるところにより、大規模テロ等への対処及び平素からの備えを行う。 

○ 大規模テロ等の類型ごとにまとめた、留意事項は、２１３頁～２２４頁のと

おり。 

 

２ 大量殺傷物質によるテロに共通する留意点（＊＊） 

 

（１）対処の基本 

○ 都は、大量殺傷物質（ダーティボム、生物剤、化学剤）を用いたテロ（以

下「ＮＢＣテロ」という。）による汚染が生じた場合の対処について、国

による基本的な方針を踏まえた対応を行うことを基本とし、それに加え

て、現場における初動的な応急措置の実施に重点を置き対処する。 

この場合、各省庁が汚染拡大防止のために行う活動内容について、総務

省消防庁から必要な情報を入手する。 

 

（２）応急措置の実施 

○ 知事は、ＮＢＣテロが行われた場合においては、その被害の現場におけ

る状況に照らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住

民に対して、応急措置として、緊急通報を発令するとともに、退避を指示

する。また、ＮＢＣテロによる汚染の拡大を防止するため必要があると認

めるときは、警戒区域の設定を行う。 

○ 警視庁及び東京消防庁は、職員の安全を図るための措置を講じた上で、

関係機関とともに、原因物質の特定、被災者の救助等のための活動を行う。 

 

 

                                            
（＊）大規模テロ等発生時の対処マニュアル 

（＊＊）ダーティボム、生物剤、化学剤を用いたテロに関するそれぞれの留意事項は、２１７頁～２２３

頁のとおり 

○ 都は、テロ等が発生した場合の初動対応及び平素からの備えに関して、大規

模テロ等の類型ごとに、特に次の事項に留意する。 
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（３）関係機関との連携 

○ 都は、攻撃による被害の情報や必要となる物的・人的資源について、区

市町村、警視庁、東京消防庁、第三管区海上保安本部等からの情報などを

集約して、国への迅速な支援要請を行う。 

 この場合、都は、汚染物質に関する情報を、保健所を通じて医療機関等

と共有する。 

○ 都は、放射性物質等により汚染された農作物等による健康被害を防止 

するため、国（厚生労働省、農林水産省等）と連携しつつ、汚染食料品の

流通や摂取が行われることがないよう、流通事業者等を指導するととも

に、住民に注意を呼びかける。 

また、生活用水が汚染された場合には、必要に応じ、その水の管理者に

対し、給水の制限等の措置を講ずるよう命ずる。 

 

（４）知事及び警視総監の権限 

○ 内閣総理大臣の要請を受けた知事又はその知事の要請を受けた警視総

監は、汚染の拡大を防止するため、関係機関と調整しつつ、次に掲げる権

限を行使する。 

・飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対する、移動の制限又は

禁止、廃棄の命令 

・生活用水の管理者に対する、使用・給水の制限又は禁止、廃棄の命令 

・死体の移動の制限、移動の禁止 

・飲食物、衣類、寝具その他の物件の廃棄 

・建物への立入り制限又は禁止、建物の封鎖 

・交通の制限、交通の遮断
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≪事態類型ごとの初動対応及び平素の備えに関する留意事項≫ 

■ 危険物質等を有する施設への攻撃   

事 態 例 ○ 可燃ガス貯蔵施設等の爆破 
○ 危険物積載船への攻撃 

（原子力事業所、石油コンビナートは都内に存在しないた

め、これらへの攻撃は想定しない。） 

影   響 

 
 
 

○ 可燃性ガス貯蔵施設等の爆破された場合、爆発及び火災の発

生により住民に被害が発生するとともに、建物、ライフライン

等が被災し、社会経済活動に支障が生ずる。 

○ 危険物積載船への攻撃が行われた場合、危険物の拡散による

沿岸住民への被害が発生するとともに、港湾及び航路の閉塞、

海洋資源の汚染等社会経済活動に支障が生ずる。 

平素の備え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 危険物質等を有する施設との緊急連絡体制の整備 

  都は、事業者と協議の上、施設の実態に応じて、都及び関係

機関と施設管理者との緊急連絡体制を整備する。 

２ 施設管理者による危機管理体制の強化 

① 施設管理者による主体的な安全確保 

知事は、危険物質等を有する施設の管理者に対して、所管

省庁が施設の種類ごとに定めた「安全確保の留意点」（＊）に基

づき、施設管理者の主体的な安全確保を促す。 

② 施設管理者に対する要請 

 都は、施設管理者に対し、「安全確保の留意点」を踏まえ、

既存のマニュアル等を活用し、資機材の整備、巡回の実施な

ど武力攻撃事態等における安全確保措置について定めるよう

要請する。この場合、施設管理者が、自主的な判断に基づき、

安全確保措置について定めることに留意する。 
③ 都が管理する施設の安全確保体制の強化 

都は、「安全確保の留意点」を踏まえつつ、各局の危機管

理に関するマニュアルを見直すなど、自ら管理する施設の安

全確保体制を強化する。 

３ 警戒対応 

都は、国内外の状況を踏まえ、危険物質等を有する施設の管

理者に対して、テロ等の発生に備えた警戒対応の強化を要請す

るとともに、自ら管理する施設の警戒対応を強化する。 

                                            
（＊）生活関連等施設の安全確保の留意点について（平成１７年８月２９日閣副安危第３６４号内閣官

房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官通知） 
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テロ等への対処 

上の留意事項 
１ 施設管理者に対する措置の要請 

知事は、テロ等の発生又はその拡大を防止するため特に必要

があると認めるときは、当該施設の管理者に対して、安全確保

のために必要な措置（施設の巡回の実施、警備員の増員、警察

との連絡体制の強化等による警備の強化、防災体制の充実等）

を講ずるよう要請する。 

警視庁は、生活関連等施設の管理者から支援の求めがあった

ときは、指導、助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の

派遣など、可能な限り必要な支援を行う。また、自ら必要があ

ると認めるときも、同様とする。 
２ 立入制限区域の指定の要請 

知事は、安全確保のため必要があると認めるときは、都公安

委員会又は東京海上保安部長等に対し、立入制限区域の指定を

要請する。 
都公安委員会は、知事から要請があったとき、又は事態に照

らして特に必要があると認めるときは、当該施設の敷地及びそ

の周辺の区域を立入制限区域として指定する。 
３ 危険物質等に関する措置命令 

知事は、消防法や火薬類取締法等の法令に基づく規制措置を

講ずるほか、緊急に必要があると認めるときは、当該措置に加

えて、危険物質等の取扱者に対し、次の措置を講ずべきことを

命ずる。 
・危険物質等の取扱所の使用の一時停止又は制限 

  ・危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の

一時禁止又は制限 
  ・危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄 

知事は、危険物質等の取扱者に対し、上記の措置を講ずるた

めに必要があると認める場合は、危険物質等の取扱者から危険

物質等の管理の状況について報告を求める。 
なお、既存の法令に基づく措置と上記の措置との対応関係

は、第４章第３節２－４（６）「①危険物質等に関する措置命

令別表」（１１１頁）を参照のこと。 
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■ 大規模集客施設等への攻撃 

事 態 例 ○ ターミナル駅、列車、劇場等の爆破 

影   響 

 

○ 爆破による人的被害が発生し、施設が崩壊した場合には人的

被害は甚大なものとなる。 

平素の備え 

 
 
 

１ 大規模集客施設等との緊急連絡体制の整備 

  都は、大規模集客施設（ターミナル駅、劇場、大規模な商業

施設等）等の管理者と協議の上、施設の実態に応じて、都、関

係機関、施設管理者との緊急連絡体制を整備する。 
２ 危機管理体制の強化 

① テロ等の危機に関する事業者連絡会 

都は、都、区市町村、警視庁、東京消防庁、陸上自衛隊第

一師団、第三管区海上保安本部、民間事業者の業界団体、都

関連施設等から成る「テロ等の危機に関する事業者連絡会（平

成１８年９月設置）」を通じて、大規模集客施設等におけるテ

ロ等の発生に備えた危機管理の強化や危機情報の共有等を図

る。 
② 大規模集客施設等の危機管理 

都は、警視庁、東京消防庁又は消防本部、海上保安庁等の

関係機関と協力し、大規模集客施設等の管理者に対して、適

切な警戒対応と発生時における迅速・的確な対処を確保する

観点から、テロ等への対処マニュアルの整備を要請する。整

備にあたっては、施設内の人々への正確な情報伝達・指示、

避難誘導などの初動対応を重視する。 

なお、区市町村においても、関係機関と協力し、都と連携

のうえ同マニュアルの整備を要請するものとする。 

３ 情報伝達の強化  
① 多様な媒体の活用 

都は、大規模集客施設や繁華街等の不特定多数の人々に警報や

避難の指示等を速やかに伝達できるように、放送事業者や電気通

信事業者等に協力を依頼するなどして、インターネットをはじめ

とした多様な媒体を活用した情報伝達手段の確保に努める。 

② 区市町村の情報伝達体制の強化 

都は、区市町村が、大規模集客施設や繁華街等を往来する

人々への情報伝達を速やかに行えるように、防災行政無線や

広報車両等の方法による情報伝達体制の強化に協力する。 

４ 警戒対応 

 都は、国内外の状況を踏まえ、大規模集客施設等の管理者に

対して、テロ等の発生に備えた警戒対応の強化を要請するとと



第７章 大規模なテロ等（緊急対処事態）への対処 

第４節別表 

- 216 - 

もに、自ら管理する施設の警戒対応を強化する。 
具体的な警戒対応策としては、来場者確認の徹底等の不審者

対策、警察等への定期的巡回依頼と連絡体制の確保、職員及び

警備員による見回り・点検、ポスターや館内放送等による利用

者への広報啓発など、施設の種別等に応じた予防対策を講ずる

こととする。 

テロ等への対処

上の留意事項 

 

１ 施設管理者に対する措置の要請 

知事は、テロ等の発生又はその拡大を防止するため特に必要

があると認めるときは、大規模集客施設の管理者に対して、施

設内の人々の安全確保のために必要な措置を講ずるよう要請す

る。また、突発的な災害発生に備えて、避難誘導や構内放送等

が速やかに行えるような態勢の確保を要請する。 

警視庁は、施設管理者から支援の求めがあったときは、指導、

助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能

な限り必要な支援を行う。また、自ら必要があると認めるとき

も、同様とする。 
２ 都が管理する施設における措置 

知事は、都が管理する施設について、当該施設の管理者とし

ての立場から、安全確保のために必要な措置を行う。 
この場合、知事は、必要に応じて、警視庁、東京消防庁その

他の行政機関に対し、支援を求める。 
３ 避難の指示 

  施設内で突発的に爆弾等によるテロ等が発生した場合、一次

的には、施設管理者が、構内放送や職員を通じて、速やかに施

設内の人々を施設外の安全な場所に避難誘導することとなる。

  都は、施設管理者や警察、消防等から、避難誘導等に関する

情報を把握するとともに、施設内の住民の避難が円滑に行われ

るように、警察、消防、区市町村との連携を確保する。 

  また、現地連絡調整所に職員を派遣し、正確な情報把握に努

め、事態の推移にあわせ、必要に応じて、新たな避難や警戒の

ための措置を行う。 

４ 大規模集客施設におけるパニック防止 

 都は、大規模集客施設の施設管理者との連絡体制を確保し、

構内放送や避難誘導が適切に行われるように要請するととも

に、警察や区市町村による避難誘導や情報伝達が行われるよう

調整するなど、パニックの防止に努める。 

５ 鉄道の運行停止等の要請 

  知事は、同時多発テロ等の発生の兆候があるなど緊急の場合

は、施設管理者に対して鉄道の運行停止や施設の一時的閉鎖等

の措置を要請する。 
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■ 大量殺傷物質による攻撃（ダーティボム） 

事 態 例 ○ ダーティボムの爆発 

 

影   響 

 
 
 

○ ダーティボムは、爆薬と放射性物質を組み合わせたもので、

核兵器に比して小規模ではあるが、爆薬による爆発の被害と放

射能による被害をもたらす。 

○ ダーティボムの爆発により放射性物質の拡散が行われた場

合、その爆発により、爆弾の破片及び破壊物による被害並びに

熱及び炎による被害を発生させるとともに、拡散した放射性物

質の放射線によって人体の正常な細胞機能が攪乱され（急性放

射線障害）、後年、ガンを発症（晩発性放射線障害）すること

もある。 

○ 一般的に放射能に関する知識が少ないため、住民等が不安を

抱きやすく、風評被害が広がる可能性もある。 

平素の備え 

 
 
 

１ 大規模テロ等発生時の対処マニュアルの策定 

「東京都大規模テロ等対処マニュアル（仮称）」を策定し、

Ｎ（核物質）、Ｂ（生物剤）、Ｃ（化学剤）など、テロ等の類型

に応じた初動対処の手順等を明らかにする。 
２ 災害拠点病院の設備の充実等 

  多数の被災者に対応できるように、災害拠点病院の設備整備

を促進する。 

３ 警戒対応 

 都は、平素から、国内外の核燃料物質の輸送等に関する事件、

核物資を用いたテロ等に関する情報を収集、分析し、危機管理

体制の強化に努める。また、平常時の放射線監視を通じて異常

の早期発見に努める。 

４ 人心不安への対策 

 ダーティボムによる災害が起きた場合は、周辺住民等が過度

に不安を抱くおそれがあるため、被ばく線量や放射線による身

体への影響等について、分かりやすく情報提供できるよう、平

素から情報を整理しておく。 

テロ等への対処

上の留意事項 

１ 初動対応 

  都は、都内でダーティボム等によるテロが発生した場合、警

戒区域外で住民の安全性の確保、住民不安への対応などを行

う。 

２ 避難の指示 

  ダーティボムによる攻撃が行われた場所から直ちに離れ、風

向きや風速等を考慮し、できるだけ風上の近くの地下施設やコ
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ンクリート建物に一次的に避難するよう指示する。 
口及び鼻を汚染されていないタオル等で保護することや汚染

された疑いのある水や食物の摂取を避けるとともに、放射性ヨ

ウ素による体内汚染が予想されるときは、安定ヨウ素剤を服用

するなどの指示により内部被ばくの低減に努める。 

警戒区域の範囲については、放射線測定の結果や風向・風速

等の気象条件を考慮して決定する。 

周辺住民等が過度に不安を抱くおそれがあるため、被ばく線

量や放射線による身体への影響等について、速やかに情報提供

する。 

３ 医療活動 

都は、東京消防庁の安全管理下において、東京ＤＭＡＴによ

り、除染済みの傷病者に対する医療活動を実施する。 

なお、その際、医師等に防護服等を着用させ、適切な被ばく

線量の管理を行う。 

内閣総理大臣から緊急被ばく医療派遣チームが派遣された

場合、その指導のもと、トリアージや汚染・被ばくの程度に応

じた医療を実施する。 

４ 汚染への対処 

都は、措置に当たる職員に防護服を着用させるとともに、被

ばく線量の測定を適切に行う。 

都は、汚染地域への立入制限を確実に行い、避難誘導を適切

に実施する。 

被災者の除染は、災害現場において警察・消防等の現地活動

機関が行う。 

避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務員を含む。）

のスクリーニング及び除染その他放射性物質による汚染の拡

大を防止するため必要な措置を講じる。 

汚染された物質の除去や汚水・廃棄物の処理等を適切に行う

とともに、立入制限の解除にあたっては、放射能の残留濃度に

十分に留意するものとする。 
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■ 大量殺傷物質による攻撃（生物剤） 

事 態 例 ○ 生物剤（天然痘、炭疽等）の航空機等による大量散布 

  

影   響 

 
 

○ 人に知られることなく散布することが可能なことから、潜

伏期間内に感染者が移動することにより、二次的な感染を引

き起こし、多数の感染者が広範囲に発生するおそれがある。

平素の備え 

 
 
 

１ 大規模テロ等発生時の対処マニュアルの策定 

「東京都大規模テロ等対処マニュアル（仮称）」を策定し、

Ｎ（核物質）、Ｂ（生物剤）、Ｃ（化学剤）など、テロ等の類

型に応じた初動対処の手順等を明らかにする。 
２ 災害拠点病院の設備の充実等 

  多数の被災者に対応できるように、災害拠点病院の設備整

備を促進する。 

３ 法整備の求め 

天然痘等による二次感染を防止するため、濃厚接触者の行

動制限などを内容とする法整備を国に求める。 
４ 近県との情報連絡体制の整備 

生物剤による攻撃にあっては、都の区域を越える広域的な

災害に対応することが重要であるため、保健所、都健康安全

研究センター等の機関は、近接する県との間で緊密な情報の

共有を図るための連絡体制を整備する。 
５ 普及啓発 

  生物剤テロに使用される可能性の高い病原体について、感

染症や感染予防に関する知識の普及・啓発を図る。 

テロ等への対処上

の留意事項 

１ 初動対応 

  都は、生物剤テロのがい然性が高いと判断されるに至った

場合、感染症発生動向調査を強化するとともに、医療機関と

連携してサーベイランスを実施する。 

２ 避難の指示 

 知事は、生物剤によるテロ等が行われた場合又はそのおそ

れがある場合は、武力攻撃が行われた場所又はそのおそれが

ある場所から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部

屋又は感染のおそれのない安全な地域に避難するよう指示す

る。なお、感染の危険のある区域の住民の避難は、区域外住

民の避難と区別するなど感染拡大の防止を図る。 
  人や動物を媒体とする生物剤によるテロ等が行われた場合

は、攻撃が行われた時期、場所等の特定が困難であることか
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ら、住民を避難させるのではなく、感染者を入院させて治療

するなどの措置を講ずる。 

３ 医療活動 

  都は、東京消防庁の安全管理下において、東京ＤＭＡＴに

より、除染済みの傷病者に対する医療活動を実施する。 

医療活動に当たっては、生物剤によるものと考えられる感

染者の集団発生を正確に把握し、サーベイランスを徹底する。

４ 感染の拡大防止 

感染症の被害拡大防止のため、事態を早期に把握し、まん

延防止のための適切な対応を図る。 

① 患者の移送 

病状等が既知の疾病と明らかに異なる感染症又は重篤

な感染症の患者が発生した場合、感染症指定医療機関等へ

の移送及び入院措置を行う。（必要に応じて医療関係者等

へのワクチンの接種等の防護措置を実施する。） 

 ② 汚染範囲の把握等 

都は、厚生労働省と協力し、情報収集、データ解析、疫

学調査、関係者へのデータ提供及び公開を行うサーベイラ

ンス（疾病監視）の結果等により汚染地域の範囲及び感染

源を特定する。また、都健康安全研究センターは、平素か

ら構築した連携体制を活用しつつ、適切な措置を講じる。

 ③ 消毒等 

保健所は、警視庁等の関係機関と連携し、消毒剤、除染

機材等の装備を用いて消毒等の措置を講ずる。 

④ 汚染施設への立入禁止等 

都は、テロの被災現場となった施設や感染者の立寄り先

となった施設の閉鎖については、消毒の有無や汚染後の経

過期間等を考慮して決定する。 

 ⑤ 患者の移動制限 

   保健所は、感染症法に基づき、入院勧告など患者の移動

を制限する措置を講ずる。 

５ 天然痘テロの場合の二次感染防止 

天然痘によるテロが行われた場合は、感染率が高い家族・

同僚等の濃厚接触者に対しては優先してワクチン接種を行

うとともに、接種後も十分な健康監視を行う。また、状況に

より、濃厚接触者の行動制限や患者情報の公表を検討するな

ど、感染の拡大防止を図る。 

６ 原因不明の病気のまん延 
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都は、原因不明の病気のまん延など、集団での異常発生時

には、生物剤テロが行われた可能性を視野に入れて、早急に

詳しい情報を収集するなど正確な状況把握に努める。 
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■ 大量殺傷物質による攻撃（化学剤） 

事 態 例 ○ 市街地等における化学剤の大量散布 

 

影   響 

 
 
 

○ サリン等の化学剤を用いたテロが、建物屋内や交通機関内

部など閉鎖的な空間で発生した場合、多数の死傷者が発生す

る可能性がある。 

○ 急性症状を有する死傷者が発生するが、当初は原因物質の

特定は困難である。 

○ 一般的に、目や気道（口・鼻）、皮膚等に刺激的な症状が

現れる。 

○ 地形・気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、空気よ

り重いサリン等の神経剤は下をはうように広がる。 

平素の備え 

 
 
 

１ 大規模テロ等発生時の対処マニュアルの策定 

「東京都大規模テロ等対処マニュアル（仮称）」を策定し、

Ｎ（核物質）、Ｂ（生物剤）、Ｃ（化学剤）など、テロ等の類

型に応じた初動対処の手順等を明らかにする。 
２ 災害拠点病院の設備の充実等 

  多数の被災者に対応できるように、災害拠点病院の設備整

備を促進する。 
３ 警戒対応 

  サリン等の化学剤テロに使用される可能性が高いと考え

られる物質について、盗難等に関する情報を入手したとき

は、サリン等防止法に基づき、警察官、海上保安官、消防吏

員等に報告するとともに、必要な警戒対応を検討する。 

テロ等への対処上

の留意事項 

１ 対応の基本 

  化学剤テロの発生時は、時間、場所、気象等により、二次

災害の発生や被害の発生に影響を与えかねないことから、防

災機関が連携し、被害の拡大防止と原因物質の早期の特定に

努める。 

２ 避難の指示 

都は、化学剤テロが行われた場合又はそのおそれがある場

合は、テロが行われた場所又はそのおそれがある場所から直

ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部屋など汚染のお

それのない安全な地域に避難するよう指示する。 

警戒区域の範囲については、汚染の測定結果、風向・風速

等の気象条件や化学剤の特性等を考慮して決定する。 

３ 医療活動 
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都は、東京消防庁の安全管理下において、東京ＤＭＡＴに

より、除染済みの傷病者に対する医療活動を実施する。なお、

その際、医師等に防護服等を着用させ、二次汚染を防止する。

４ 汚染への対処 

都は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、

関係機関が行う原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定、被

災者の救助及び除染等に資する情報収集を行う。 

被災者の除染は、災害現場において警察・消防等の現地活

動機関が行う。 

化学剤は、そのままでは分解・消滅しないため、汚染され

た地域を除染して、当該地域から原因物質を取り除くことに

留意する。   

５ 原因不明の事態への対処 

都は、原因不明の死傷者が集団で発生したような場合は、

化学剤テロが行われた可能性を視野に入れて、早急に詳しい

情報を収集するなど正確な状況把握に努める。 
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■ 交通機関を破壊手段としたテロ   

事 態 例 ○ 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ 

 

影   響 

 
 
 

○ 航空機等による自爆テロが行われた場合、主な被害は施設

の破壊に伴う人的被害であり、施設の規模によって被害の大

きさが変わる。 

○ 攻撃目標の施設が破壊された場合、周辺にも大きな被害が

発生するおそれがある。 

○ 爆発、火災等の発生により住民に被害が発生するととも

に、建物、ライフライン等が被災し、社会経済活動にも支障

が生ずる。 

平素の備え ○ 大規模集客施設における平素の備えと同様 

 

テロ等への対処上

の留意事項 

１ 被害を最小限にするための対処 

  都は、テロ発生後、火災や建物の倒壊等による被害の拡大

を抑えるため、迅速に施設内の人々の避難誘導が行われるよ

う、施設管理者、警視庁、東京消防庁、第三管区海上保安本

部等、区市町村等に対して、必要な協力を行う。 

  また、周辺地域への影響を最小限に抑えるため、警察等関

係機関と連携し、周辺の住民や事業者等の避難、警戒区域の

設定等、必要な措置を速やかに行う。 

２ 国との連携 

  連続テロの可能性があること等を踏まえ、国との情報交換

を緊密に行う。 
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第１節 区市町村計画の作成基準 

 

１ 基本的考え方 

○ 区市町村長は、国民保護法、基本指針及び都の計画に基づき、区市町村にお

ける国民保護に関する計画（本節のみ、以下「計画」という。）を作成するもの

とする。 

○ 区市町村長は、計画を作成するときは、本節３「区市町村が行う国民保護措

置の共通の枠組み」（２２６頁）を踏まえ、各区市町村の特性に応じた対処を記

載するものとする。 

○ 区市町村長は、計画を作成するときは、本節４（２４２頁）に記載する都と

区市町村との間の役割分担を踏まえるものとする。 

○ 区市町村長は、計画の作成にあたっては、平成１７年度に総務省消防庁が示

した「区市町村国民保護モデル計画」及び都が示した「東京都区市町村国民保

護モデル計画」を参考とするものとする。 

 

（１）計画で定める事項 

○ 区市町村長は、次の事項を計画で定める。 

 

一 当該区市町村の区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項 

二 区市町村が実施する国民保護措置に関する事項 

三 国民保護措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する

事項 

四 国民保護措置を実施するための体制に関する事項 

五 国民保護措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連

携に関する事項 

六 上記のほか、当該区市町村の区域に係る国民保護措置に関し区市町村長

が必要と認める事項 

 

 ○ 本章では、区市町村、指定地方公共機関が、それぞれの計画を作成する際

の基準となるべき事項を示す。 

第８章 区市町村計画・指定地方公共機関業務計画の作成基準
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（２）計画作成にあたっての手続き等 

○ 区市町村長は、計画において他の区市町村と関係がある事項を定めると

きは、当該区市町村の長の意見を聴く。 

○ 区市町村長は、計画を作成するときは、あらかじめ、区市町村国民保護

協議会に諮問する。 

○ 区市町村長は、計画を作成するときは、あらかじめ、知事に協議する。 

○ 区市町村長は、計画作成にあたっては、指定行政機関の計画、都の計画

及び他の区市町村の計画との整合性を確保するよう努めるものとする。 

 

 

２ 構成 

○ 区市町村長は、次の構成の例を参考に、当該区市町村の実情に合わせ計画を

作成するものとする。 

 なお、構成の例は、あくまで都の計画の構成に沿って例示するものであり、 

区市町村計画の構成を定めるものではない。 

【構成の例】 

第１章 総論 

第２章 想定する武力攻撃事態及び緊急対処事態 

第３章 平素からの備え 

第４章 武力攻撃事態・緊急対処事態への対処 

第５章 復旧・復興等 

第６章 他の区市町村の避難住民等の受入 

 

 

３ 区市町村が行う国民保護措置の共通の枠組み 

○ 特別区制度、区市町村域を超えた都市の広がりなどの都の特性により、都及

び関係区市町村は武力攻撃事態等に応じて、緊密に連携協力し、適切に国民保

護措置を実施する必要がある。 

このため、区市町村は、以下に掲げる、都及び区市町村における各措置の共

通の枠組みを踏まえて、計画を作成するものとする。 

 

（１）普及・啓発及び訓練の実施 

○ 区市町村は、住民、地域の団体及び事業者等が、国民保護に関する措置

の重要性について理解を深めるとともに、武力攻撃事態等において適切に
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行動できるよう、多様な機会を活用し、普及・啓発に努めるものとする。 

○ 区市町村は、住民、地域の団体及び事業者の自発的な参加を得て、行動

や判断を伴う実践的な訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の

向上に努めるものとする。 

 

（２）警報・避難の指示の伝達 

○ 区市町村長は、知事から警報の通知、避難の指示の通知を受けたときは、

あらかじめ定めた伝達方法により、速やかに住民等に伝達するものとする。 

○ 区市町村は、区域内に所在する多数の者が利用又は居住する施設につい

て、各々の施設の管理者との情報伝達体制を整備するものとする。 

《多数の者が利用又は居住する施設》 

・大規模集客施設等（駅、空港、病院、学校、劇場等の文化施設、競技

施設等） 

・大規模オフィス 

・大規模な繁華街及び地下街 

・大規模（超高層）集合住宅 外 

≪警報の伝達の概要≫ 
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≪避難の指示の概要≫ 

 

警報・避難の指示等の伝達に関する留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 組織・体制の整備 

区市町村は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、２４時間即応

可能な体制の整備を行うほか、職員の配置及び参集基準等の整備を行うもの

とする。 

Ⅱ 通信連絡手段・システムの整備 

区市町村は、武力攻撃事態等における警報の伝達等に必要となる同報系そ

の他の防災行政無線の整備に努めることとし、既に防災行政無線の整備を行

っている区市町村においては、デジタル化の推進に努めるなど、都に準じて

通信連絡体制の整備に努めるものとする。 

Ⅲ 警報の伝達等に必要な準備 

区市町村は、知事から警報の通知、避難の指示の通知があった場合の住民

及び自治会、町内会等の関係団体への伝達方法等について、あらかじめ定め

ておくものとする。この場合、民生委員や社会福祉施設、国際交流協会等と

の協力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮

するものとする。 



第８章 区市町村計画・指定地方公共機関業務計画の作成基準 

第１節 区市町村計画の作成基準 

 - 229 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 警報の伝達 

区市町村長は、知事から警報の通知を受けたときは、あらかじめ定めた伝

達方法（伝達先、手段、伝達順位）により、速やかに住民及び関係のある公

私の団体（自治会等、区市町村の実情に応じて定めるもの）に伝達するもの

とする。 

警報の伝達方法については、現在区市町村が保有する伝達手段に基づき、

原則として以下の要領により行うものとする。 

① 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」

に当該区市町村が含まれる場合 

原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサイレンを最大音量で

吹鳴して住民に注意喚起した後、警報が発令された事実等を周知するも

のとする。 

② 同地域に当該区市町村が含まれない場合 

原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線やホームページへの

掲載をはじめとする手段により、周知を図るものとする。（区市町村長が

特に必要と認める場合には、サイレンを使用してよいものとする。） 

警報の伝達にあたっては、広報車の使用、自主防災組織による伝達、自治

会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の効果的な方法も検討

するものとする。 

区市町村長は、その職員を指揮し、消防の協力を得て、あるいは自主防災

組織等の自発的な協力を得ることなどにより、住民等に警報の内容を伝達す

ることができるよう、体制の整備に努めるものとする。 

Ⅴ 警報の解除等の伝達 

警報の解除の伝達は、警報の伝達と同様に行う。ただし、原則として、サ

イレンは使用しないこととする。 
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（３）避難住民の誘導 

○ 区市町村長は、避難の指示があったときは、避難実施要領を定め、住民

等に伝達するものとする。 

○ また、区市町村長は、当該要領に基づき、次のとおり職員等を指揮し、

避難住民を避難先地域まで誘導するものとする。 

・東京消防庁の管轄区域内の区市町村 

その職員を指揮し、消防総監及び消防団長と協力して誘導する。 

・消防本部を設置している市町村 

その職員、消防長及び消防団長を指揮して誘導する。 

・消防本部を設置していない村 

その職員及び消防団長を指揮して誘導する。 

○ 島しょ地域の町村は、「第５章 島しょ地域における全島避難」（１８６

頁）に基づき、全島避難に関する事項を含めて計画を作成するものとする。 

○ 区市町村は、避難が完了したときは、都へその旨を報告するものとする。 
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想定される避難の形態と区市町村による誘導 

 

Ⅰ 突発的かつ局地的な事態の場合 

＊ゲリラ・特殊部隊による攻撃、テロ等（東京で特に留意する事態） 

 

   ① 屋外で突発的に発生 

要避難地域となった区市町村は、当初の屋内避難（退避）の指示により建

物内に避難した住民を、避難の指示等に基づき、避難所等まで誘導する。 

 
 

 

② 大規模集客施設等内で突発的に発生 

区市町村は、避難（退避）の指示により大規模集客施設等から施設外へ避

難した住民等を、避難の指示等に基づき、避難所等まで誘導する。 

 

※施設内で武力攻撃等が発生した場合は、施設外への避難の指示が基本



第８章 区市町村計画・指定地方公共機関業務計画の作成基準 

第１節 区市町村計画の作成基準 

 - 232 -

Ⅱ 突発的かつ広範囲な事態の場合 ＊核弾道ミサイル等 

要避難地域となった区市町村は、屋内に避難した住民等を、避難の指示等

に基づき、避難場所等を経て、他区市町村（他県）の避難所まで誘導する。 

 

 
 

Ⅲ 時間的余裕がありかつ局地的な事態の場合 

要避難地域となった区市町村は、避難住民を同一区市町村内の避難所等ま

で誘導する。 

 

要配慮者
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Ⅳ 時間的余裕がありかつ広範囲な事態の場合 

避難地域となった区市町村は、避難住民を、一時集合場所又は避難場所

等を経て、他の区市町村（他県）まで誘導する。 

 

 

Ⅴ 島しょ地域の全島避難の場合 

要避難地域となった町村は、本土の避難所まで、避難住民を誘導する。 

 

要
配
慮
者 

要配慮者

要配慮者（病人等）は
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避難住民の誘導における留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 避難実施要領のパターンの作成 

区市町村は、都、警察署、消防署（東京消防庁管轄地域内に限る。）等の

関係機関と緊密な意見交換を行いつつ、総務省消防庁が作成した「避難実施

要領のパターン作成に当たって（避難マニュアル）（平成１８年１月）」や「「避

難実施要領のパターン」作成の手引き（平成２３年１０月）」を参考に、複

数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成するものとする。この場合、

高齢者、障害者、乳幼児等の避難方法等について配慮するものとする。 

Ⅱ 避難実施要領の作成 

区市町村長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、都、警察署、

消防署（東京消防庁管轄地域内に限る。）等の関係機関の意見を聴きつつ、

あらかじめ作成した避難実施要領のパターンの中から、的確かつ迅速に避難

実施要領を作成するものとする。 

≪避難実施要領に定める事項≫ 

・避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 

・避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置そ

の他避難住民の誘導に関する事項 

・避難の実施に関し必要な事項 

Ⅲ 避難実施要領作成の際の主な留意事項 

① 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位 

避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、自治会、町内

会、事務所等、地域の実情に応じた適切な避難の実施単位を記載する。 
（例：Ａ市Ａ１地区１－２、１－３の住民は「Ａ１町内会」、Ａ市Ａ２地区１－１の住

民は各ビル事業所及び「Ａ２町内会」を避難の単位とする） 

② 避難先 

避難先の住所及び施設名を可能な限り具体的に記載する。 
（例：避難先：Ｂ市Ｂ１地区２－３にあるＢ市立Ｂ１高校体育館） 

③ 一時集合場所及び集合方法 

避難住民の誘導や運送の拠点となるような、一時集合場所等の住所及び

場所名を可能な限り具体的に明示するとともに、集合場所への交通手段を

記載する。 
（例：集合場所：Ａ市Ａ１地区２－１のＡ市立Ａ１小学校グラウンドに集合する。集合

に当たっては、原則として徒歩により行う。必要に応じて、自転車等を使用するもの

とし、要配慮者については自動車等の使用を可とする。） 

④ 集合時間 

避難誘導の際の交通手段の出発時刻や避難誘導を開始する時間を可能

な限り具体的に記載する。 
（例：バスの発車時刻：○月○日１５：２０、１５：４０、１６：００） 
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⑤ 集合に当たっての留意事項 

集合後の町内会内や近隣住民間での安否確認、要配慮者への配慮事項等、

集合に当たっての避難住民の留意すべき事項を記載する。 
（例：集合に当たっては、高齢者、障害者等要配慮者の所在を確認して避難を促すとと

もに、集合後は、避難の単位ごとに不在確認を行い、残留者等の有無を確認する。） 

⑥ 避難の手段及び避難の経路 

集合後に実施する避難誘導の交通手段を明示するとともに、避難誘導の

開始時間及び避難経路等、避難誘導の詳細を可能な限り具体的に記載する。
（例：集合後は、○○鉄道○○線 AA 駅より、○月○日の１５：３０より 10 分間隔で運

行する B市 B1 駅行きの電車で避難を行う。B市 B1 駅に到着後は、B市及び A市職員の

誘導に従って、徒歩で B市立 B1 高校体育館に避難する。） 

⑦ 区市町村職員、消防職員及び消防団員の配置等 

避難住民の避難誘導を迅速かつ円滑に行えるよう、関係区市町村職員、

消防職員及び消防団員の配置及び担当業務等を明示するとともに、その連

絡先等を記載する。 

⑧ 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への対応 

高齢者、障害者、乳幼児等、自ら避難することが困難な者の避難誘導を

円滑に実施するために、これらの者への対応方法を記載する。 
（例：誘導に際しては、高齢者、障害者、乳幼児等、自ら避難することが困難な者を優

先的に避難させるものとする。また、民生委員、自主防災組織及び自治会等に、避難

誘導の実施に協力してもらうよう呼びかける。） 

⑨ 要避難地域における残留者の確認 

要避難地域に残留者が出ないよう、残留者の確認方法を記載する。 
（例：避難の実施時間の後、速やかに残留者の有無を確認する。避難が遅れている者に

対しては、早急な避難を行うよう説得する。避難誘導中に避難者リストを作成する。）

⑩ 避難誘導中の食料等の支援 

避難誘導中に避難住民へ、食料・水・医療・情報等を的確かつ迅速に提

供できるよう、それら支援内容を記載する。 
（例：避難誘導要員は、○月○日１８：００に避難住民に対して、食料・水を供給する。

集合場所及び避難先施設においては、救護所を設置し、適切な医療を提供する。） 

⑪ 避難住民の携行品、服装 

必要最低限の携行品、服装とするよう，留意事項を記載する。 
（例：携行品は、数日分の飲料水や食料品、生活用品、救急医薬品、ラジオ、懐中電灯

等、必要なものを入れた非常持出品のみとし，身軽に動けるようにする。服装は、身

軽で動きやすいものとし、帽子や頭巾で頭を保護し、靴は底のしっかりした運動靴を

履くようにする。なお、NBC 災害の場合には、マスク、手袋及びハンカチを持参し、皮

膚の露出を避ける服装とする。） 

⑫ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等 

問題が発生した際の緊急連絡先を記述する。 
（例：緊急連絡先：Ａ市対策本部 TEL 0×-××52-××53）担当○田×夫）

Ⅳ 運送体制の整備等 

区市町村は、区市町村内における住民の避難及び緊急物資の運送に関する

体制を整備するとともに、都と連携して区市町村内の輸送力、輸送施設に関

する情報を把握する。 
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避難実施要領（案） 

 

東 京 都 Ａ 市 長

○月○日○時現在

１ 避難の経路、避難の手段その他避難の方法 

Ａ市における住民の避難は、次の方法で行うものとする。 

（１）Ａ市のＡ１地区の住民は、Ｂ市のＢ１地区にある B 市立 B1 高校体育館を避難先とし

て、○日○時を目途に住民の避難を開始する。 

【避難経路及び避難手段】 

○ 避難の手段（バス・鉄道・船舶・その他） 

・バスの場合：Ａ市Ａ１地区の住民は、Ａ市立Ａ１小学校グラウンドに集合するそ

の際、○日○時を目途に、できるだけ自治会、町内会、事業所等の

単位で行動すること。 

集合後は、○○バス会社の用意したバスにより、国道○○号線を利

用して、Ｂ市立Ｂ１高校体育館に避難する。 

・鉄道の場合：Ａ市Ａ１地区の住民は、○○鉄道△△線ＡＡ駅前広場に集合する。

その際○日○時○分を目途に、できるだけ自治会、町内会、事業所

等の単位で行動し、ＡＡ駅までの経路としては、できるだけ国道○

○号線又はＡＡ通りを使用すること。 

集合後は、○日○時○分発Ｂ市Ｂ１駅行きの電車で避難する。Ｂ市

Ｂ１駅到着後は、Ｂ市職員及びＡ市職員の誘導に従って、主に徒歩

でＢ市立Ｂ１高校体育館に避難する。 

・船舶の場合：Ａ市１地区の住民は、Ａ市Ａ港に、○日○時○分を目途に集合する。

その際、○日○時○分を目途に、できるだけ自治会、町内会、事業

所等の単位で行動すること。集合後は、○日○時○分発Ｂ市Ｂ１港

行きの、○○汽船が所有するフェリー○○号に乗船する。 

・・・・以下略・・・ 

（２）Ａ市Ａ２地区の住民は、Ｂ市Ｂ２地区にあるＢ市立Ｂ２中学校を避難先として、○日

○時○分を目途に住民の避難を開始する。 

・・・・以下略・・・ 

２ 避難住民の誘導の実施方法 

（１）職員の役割分担 

避難住民の避難誘導が円滑に行えるよう、以下に示す要員及びその責任者等について、

市職員等の割り振りを行う。 

・住民への周知要員    ・避難誘導要員   ・市対策本部要員 

・現地連絡要員      ・避難所運営要員  ・水、食料等支援要員 等 

（２）残留者の確認 

市で指定した避難の実施時間の後、速やかに、避難を指示した地区に残留者がいない

か確認する。（時間的余裕がある場合は、各世帯に声をかける。） 

（３）高齢者、障害者その他特に配慮を要する者に対する避難誘導 

誘導に当たっては、傷病者、障害者、高齢者、幼児等を優先的に避難誘導する。また、

自主防災組織や自治会など地域住民にも、福祉関係者との連携の下、市職員等の行う避

難誘導の実施への協力を要請する。 

３ その他避難の実施に関し必要な事項 

（１）携行品は、数日分の飲料水や食料品、生活用品、救急医薬品、ラジオ、懐中電灯等、

必要なものを入れた非常持出品のみとし，身軽に動けるようにする。 

（２）服装は、身軽で動きやすいものとし、帽子や頭巾で頭を保護し、靴は底の丈夫な履き

なれた運動靴を履くようにする。 

（３）避難誘導から離脱してしまった場合などの緊急時の連絡先は以下のとおりとする。 

Ａ市対策本部 担当 △山○男 

ＴＥＬ  0×-52××-××51（内線 ××××） 

ＦＡＸ 0×-52××-××52 

・・・・以下略・・・ 
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（４）救援 

○ 区市町村長は、都とあらかじめ調整した役割分担に従い、都と緊密な連

携を図りながら、避難住民や被災住民に対する救援を行うものとする。 

≪避難所の運営・支援体制≫ 

   

 

（５）要配慮者の支援 

○ 区市町村は、災害時における要配慮者対策に国民保護の観点も含め、要

配慮者の支援体制を整備するよう努めるものとする。 

○ 区市町村は、要配慮者の避難に対して、避難場所、避難所等の拠点まで

の移送を支援するものとする。 

≪要配慮者の支援の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要配慮者） 
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（６）緊急物資等の配送 

○ 区市町村は、区域内の地域内輸送拠点、食品等集積地を設定し、都等か

らの緊急物資の配送を受けるものとする。 

○ 地域内輸送拠点等から避難所等への運送については、区市町村が行うも

のとする。 

≪緊急物資等の配送の概要≫ 

 

 

（７）被災情報の収集・整理・報告 

○ 区市町村は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切

に実施するため、あらかじめ情報収集・連絡に当たる担当者を定めるとと

もに、必要な体制の整備に努めるものとする。 

○ 区市町村は、火災・災害等即報要領に基づき被災情報の第一報を都に報

告するものとし、その後は随時、都が総務省消防庁に報告を行う方法に準

じて、都に被災情報を報告するものとする。 

 

（８）安否情報の収集・整理・報告・提供 

○ 区市町村長は、避難住民及び被災住民の安否情報を収集、整理し、知事

に報告するものとする。 

○ また、安否情報について照会があったときは、速やかに回答するものと

する。 

基地 

 （都寄託物資を含む） 



第８章 区市町村計画・指定地方公共機関業務計画の作成基準 

第１節 区市町村計画の作成基準 

 - 239 -

≪安否情報の収集・提供の概要≫ 

 

 

 

安否情報の収集・報告等における留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 安否情報の収集、整理、報告及び提供のための準備 

区市町村は、安否情報を円滑に収集、整理、報告及び提供することができ

るよう、安否情報の収集、整理及び提供の責任者をあらかじめ定め、必要な

研修・訓練を行っておくものとする。 

区市町村は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規

模事業所等安否情報を保有し、収集に協力を求める可能性のある関係機関に

ついて、既存の統計資料等に基づいてあらかじめ把握しておくものとする。

Ⅱ 区市町村による安否情報の収集 

区市町村による安否情報の収集は、避難住民の誘導の際に、避難住民等か

ら任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国人登録原票等区市町村が

平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報を参考に、避難者名簿

を作成する等により行うものとする。 

また、区市町村は、あらかじめ把握してある医療機関、諸学校、大規模事

業所等安否情報を保有している関係機関に対し、安否情報の収集についての

協力を求めるものとする。 

Ⅲ 区市町村による安否情報の報告及び照会に対する回答 

区市町村による安否情報の都への報告及び照会に対する回答は、都に準じ

て行うものとする。 
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Ⅳ 安否情報の報告・回答に関する事務処理手順 

 ① 知事に対する報告 

区市町村は、知事への報告に当たっては、原則として、安否情報システ

ムへの入力で行い、安否情報システムが利用できない場合には、安否情報

省令第２条に規定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録

を含む。）を、電子メールで都総務局に送付する。ただし、事態が急迫し

てこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話などで報告を行

う。 

 

② 安否情報の照会に対する回答 

ア 安否情報の照会の受付 

区市町村は、安否情報の対応窓口、電話及びＦＡＸ番号、メールアド

レスについて、区市町村対策本部を設置すると同時に住民に周知する。

 住民からの安否情報の照会については、原則として区市町村対策本部

に設置する対応窓口に、安否情報省令第３条に規定する様式第４号に必

要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける。ただし、安否

情報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者が遠

隔地に居住している場合など、書面の提出によることができない場合

は、口頭や電話、メールなどでの照会も受け付ける。 

イ 安否情報の回答 

  区市町村は、安否情報の照会を行う者の身分証明書により本人確認等

を行い、安否情報省令第４条に規定する様式第５号により、当該照会に

係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し、又

は負傷しているか否かの別を回答する。 

ただし、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき、照会に対す

る知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあると認めるとき

は、回答しないものとする。 

区市町村は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があ

ると認めるときは、照会をしようとする者が必要とする安否情報に応

じ、必要と考えられる安否情報項目を様式第５号により回答する。 

 

③ 個人の情報の保護への配慮 

安否情報は個人の情報であることに鑑み、その取扱いについては十分留

意すべきことを職員に周知徹底するとともに、安否情報データの管理を

徹底する。 

 安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答に止めるもの

とし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の観点

から特に留意が必要な情報については、安否情報回答責任者が判断す

る。 
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（９）特殊標章等の交付、使用許可 

○ 区市町村長又は消防長は、その職員等に特殊標章等の交付又は使用許可

を行うため、必要な事項を定めるものとする。 

① 平素からの特殊標章等の交付又は使用許可に係る体制の整備 

・「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライ

ン」（＊）に基づく特殊標章等交付要綱の作成 

・特殊標章等の作成・管理 

・赤十字標章等及び特殊標章等に関する普及・啓発 

② 武力攻撃事態等における特殊標章等の取り扱い 

・あらかじめ作成した特殊標章等交付要綱に基づく特殊標章等の交付又

は使用許可 

・国民保護措置に使用される場所、施設等を識別させるための特殊標章

の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
（＊）「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」について（平成１７年 
 ８月２日付閣副安危第３２１号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官（事態

法制企画担当）通知） 
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４ 都と区市町村間における役割分担 

○ 都と区市町村間における主な役割分担は、防災計画における都と区市町村の

役割分担を踏まえ、次のとおりとする。なお、救援に係る措置については、国

民保護法上は知事の役割とされているところであるが、国民保護法第７６条第

１項（＊）の規定に基づき、その一部を区市町村長が行うこととするものである。 

主な措置 役割分担 

避難場所の運営 
○ 原則として避難場所が所在する区市町村が運営する。 

○ 必要に応じて都が補完する。 

避難所等の運営 

○ 避難所・二次避難施設の開設、運営は区市町村が行うこととし、

都はこれを補完する。 

○ 都又は民間が管理する大規模施設などの運営は都が行うことと

し、区市町村は、これに協力する。 

食料・生活必需品の

供給 

○ 都による一括調達を原則とし、必要に応じて、都及び区市町村

における備蓄品を活用する。 

○ 緊急時における食料・生活必需品は、区市町村の備蓄品（都の

事前配置分を含む。）又は調達品をもって充てる。 

医療の実施 

○ 医療救護所の設置、医療救護班等の派遣は、区市町村が一次的

に行い、都は要請に基づき都医療救護班の派遣、都医師会等に対

する派遣要請や広域的な応援要請を行う。 

○ 都は区市町村の要請に基づき医薬品、医療資材の補充を行う。

○ 区市町村は被災現場から医療救護所までの患者搬送及び医療救

護所から災害拠点病院等への患者搬送を実施し、都は医療救護所

から災害拠点病院等への患者搬送を実施する。 

備蓄 

○ 食糧、生活必需品、医薬品等の備蓄は、災害対策用の備蓄を活

用する。 

○ ＮＢＣ災害への対処として、都は、都が現地に派遣する職員の

安全確保のために必要となる資材を備蓄又は調達する。区市町村

は、それぞれの地域の特性に応じて資材を備蓄又は調達する。 

保健衛生の確保 

○ 区市町村は巡回健康相談等を行うため、保健活動班を編成して

避難所等に派遣し、都は要請に基づき区市町村の支援及び補完を

行う。 

○ 都及び区市町村は、避難所の食品衛生指導等を行う。 

○ 区市町村は、避難所に対する衛生管理指導を行い、都はこれに

指導・助言を行う。 

 

                                            
（＊）国民保護法第７６条第１項 都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、

その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 
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被災者の捜索及び救

出 

○ 区市町村は、警視庁、東京消防庁又は消防本部が中心となって

行う被災者の捜索、救出に協力する。 

埋葬及び火葬 

○ 区市町村は、身元不明遺体を適正に保管し、適正期間経過後に

火葬するとともに、遺留品、遺骨の保管を行う。 

○ 都は必要に応じて広域火葬体制に基づく火葬の実施について調

整、推進する。 

電話その他の通信設

備の提供 

○ 都は電気通信事業者である指定公共機関の協力を得て通信機器

等を設置する。 

○ 区市町村は避難所において機器の設置場所の確保を行い、機器

を被災者の利用に供し、管理する。 

武力攻撃災害による

被害を受けた住宅の

応急修理 

○ 区市町村は、都が定める選定基準により応急修理対象者の募集、

選定を行う。 

○ 都は区市町村からの報告を基に応急修理を実施する。 

学用品の給与 
○ 区市町村は、必要量を把握し都に報告する。 

○ 都は学用品を一括して調達し、区市町村が配付する。 

行方不明者の捜索及

び死体の処理 

○ 区市町村は、警視庁、東京消防庁又は消防本部が中心となって

行う行方不明者の捜索に協力する。 

○ 区市町村は、警視庁等関係機関と連携して、死体収容所の開設、

死体の搬送、収容及び処理等を行う。 

○ 都は、行方不明者の捜索、死体の搬送・収容等に関する支援、

連絡調整を行う。 

ごみ、し尿、がれき

処理及び土石・竹木

等の除去 

○ 区市町村は、各所管区域のごみ処理を行う。 

○ 区市町村は、仮設トイレ等を設置するとともに、し尿を収集し、

下水道施設（水再生センター又は管路）への搬入又は投入により

処理する。 

○ 都は、搬入又は投入先の下水道施設（水再生センター又は管路）

のし尿受け入れ口の特定を行う。 

○ 区市町村は、所管区域におけるがれき処理を行う。都は、がれ

き処理に関する広域的な調整を行う。 

○ 区市町村は、土石、竹木等の除去を実施する。都は、広域的な

観点から実施順位等を定め、区市町村と協力して土石、竹木等の

除去を実施する。 

応急仮設住宅等の設

置、運営 

○ 都は、応急仮設住宅等を設置し、原則として管理は供給主体が

行う。 

○ 区市町村は、入居者の募集、選定及び入居者管理を行う。 
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５ 計画に定める必須項目 

○ 区市町村長は、次の項目を必須項目として、区市町村計画において定めるも

のとする。 

措置区分等 項 目 根拠条文 

総則 

区市町村対策本部の設置 法２７条 

区市町村現地対策本部の設置 法２８条 

組織・体制の整備 法４１条 

訓練の実施 法４２条 

避難に関す

る措置 

警報の伝達等 法４７条 

警報の解除の伝達 法５１条 

避難実施要領の策定 法６１条 

避難実施要領を定めたときの住民等への伝達及び

関係機関への通知 

法６１条 

緊急通報の伝達 法１００条 

武力攻撃災

害対処 

区市町村が管理する生活関連等施設の安全の確保 法１０２条 

危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止 法１０３条 

武力攻撃原子力災害への対処 法１０５条 

被災情報の収集 法１２６条 

国民生活の

安定に関す

る措置 

生活関連物資等の価格の安定等 法１２９条 

水の安定的な供給 法１３４条 

応急の復旧 法１３９条 

復旧・備蓄

その他の措

置 

武力攻撃災害の復旧 法１４１条 

避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等 法１４２条 

国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の

備蓄等 

法１４５条 

緊急対処事

態対処 

緊急対処保護措置 法１７８条 

※ 本表は、国民保護法において区市町村の国民保護計画に定めることが規定されて

いる項目を一覧化したものである（区市町村の実情に照らし該当しない項目がある

場合、当該項目を計画に記述する必要はない。）。 
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第２節 指定地方公共機関業務計画の作成基準 

１ 基本的考え方 

○ 指定地方公共機関は、国民保護法、基本指針並びに都の計画に基づき、その

業務に関し、国民保護に関する業務計画（以下「業務計画」という。）を作成す

るものとする。 

○ 指定地方公共機関の業務計画は、都の計画等に基づきながらも、あくまで国

民保護措置の実施主体たる指定地方公共機関の自主的な判断により作成される

ものとする。 

 

（１）計画で定める事項 

○ 指定地方公共機関は、次の事項をその業務計画において定める。 

一 指定地方公共機関が実施する国民保護措置の内容及び実施方法に関する

事項 

    二 国民保護措置を実施するための体制に関する事項 

    三 国民保護措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項 

    四 前三号に掲げるもののほか、国民保護措置の実施に関し必要な事項 

 

（２）計画作成にあたっての手続き等 

○ 指定地方公共機関は、その業務計画を作成したときは、速やかに、知事

に報告し、関係区市町村長に通知するとともに、公表するものとする。 

 

（３）各事業者の国民保護措置の概要 

○ 指定地方公共機関は、次の措置に万全を期すものとする。 

事業者 措置の概要 

放送事業者 警報の内容等の速やかな放送 

ガス事業者 
ガスを安定的かつ適切に供給するために必要な

措置 

運送事業者 
旅客及び貨物の運送を確保するために必要な措

置 

病院その他の医療機関 医療を確保するため必要な措置 

河川管理施設、道路、港湾

及び空港の管理者 

河川管理施設、道路、港湾及び空港の適切な管理
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２ 構成 

○ 指定地方公共機関は、次の構成の例を参考に、その業務の実情に合わせ業務

計画を作成するものとする。 

 なお、構成の例は、あくまで都の計画の構成に沿って例示するものであって、 

業務計画の構成を定めるものではない。 

  【構成の例】 

第１章 総論 

第２章 想定する武力攻撃事態及び緊急対処事態 

第３章 平素からの備え 

第４章 武力攻撃事態・緊急対処事態への対処 

第５章 復旧・復興等 

 

３ 業務計画に定める必須項目 

○ 指定地方公共機関は、次の項目を必須項目として、その業務計画を定めるも

のとする。 

措置区分等 項 目 根拠条文 

総則 
組織の整備等 法４１条 

訓練の実施 法４２条 

避難に関する措

置 

警報の内容の放送   《放送事業者のみ》 法５０条 

警報解除の内容の放送 《放送事業者のみ》 法５１条 

避難の指示・避難の指示解除の内容の放送 

《放送事業者のみ》 

法５７条 

武力攻撃災害対

処 

被災情報の収集 法１２６条

国民生活の安定

に関する措置 

ガスの安定的な供給  《ガス事業者のみ》 法１３４条

水の安定的な供給     《水道事業者》 法１３４条

運送の確保      《運送事業者のみ》 法１３５条

医療の確保       《医療機関のみ》 法１３６条

公共的施設の適切な管理《該当事業者のみ》 法１３７条

応急の復旧 法１３９条

復旧・備蓄その

他の措置 

武力攻撃災害の復旧 法１４１条

国民の保護のための措置に必要な物資及び資

材の備蓄等 

法１４５条

緊急対処事態対

処 

緊急対処保護措置 法１７９条
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４ 業務計画作成上の留意事項 

 

（１）組織の整備等 

○ 指定地方公共機関は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、職

員等の配置等国民保護措置に必要な体制の整備を行うほか、参集基準等の

整備を行うものとする。 

・職員等の参集基準等 

・職員等への連絡手段の確保 

・職員等の服務基準 

 

（２）被災情報の収集、整理及び報告等に必要な準備 

○ 指定地方公共機関は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時

かつ適切に実施するため、あらかじめ情報収集・連絡に当たる担当者を定

めるとともに、必要な体制の整備に努めるものとする。 

 

（３）被災情報の収集、報告等 

○ 指定地方公共機関は、その管理する施設及び設備に関するもの並びにそ

の業務として行う国民保護措置に関するものの被災情報を収集するよう努

めるとともに、各機関が保有する通信連絡手段により、当該被災情報を都

に速やかに報告するものとする。 

 

（４）物資及び資材の備蓄、整備 

○ 指定地方公共機関は、都と連携し、国民保護措置の実施のために必要な

物資及び資材について、防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物

資及び資材の供給要請先等の確実な把握等に努めるとともに、武力攻撃災

害において迅速に供給できる体制を整備するものとする。 

 

（５）避難の指示の放送内容について 

○ 放送事業者である指定地方公共機関による避難の指示の放送については、

避難の指示の内容が詳細にわたる場合も考えられることにかんがみ、その

迅速な伝達を確保する観点から、避難の指示の内容を逐一すべて放送しな

ければならないというものではなく、伝えるべき避難の指示の内容の正確

さを損なわない限度において、その放送の方法については、放送事業者の

自主的な判断にゆだねるものとする。 
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（６）避難住民の運送 

○ 運送事業者である指定地方公共機関は、知事又は区市町村長から避難住

民の運送の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じ

るものとする。また、武力攻撃事態等において、それぞれの国民保護業務

計画に定めるところにより、旅客の運送を確保するために必要な措置を講

ずるものとする。 
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用　　　語 説　　　　　　　　　　　　　　　明

安定ヨウ素剤

　原子力施設等の事故に備えて、服用するために調合した放射能をも
たないヨウ素をいう。
　被ばく前に安定ヨウ素剤を服用することにより、甲状腺（ヨウ素が
濃集しやすい。）をヨウ素で飽和しておくと、被ばくしても放射性ヨ
ウ素が甲状腺に取り込まれず、放射能による甲状腺障害の予防的効果
が期待できる。

ｅ－ラーニング

　パソコンとインターネットを中心とするＩＴ技術を活用した教育シ
ステム。インターネットで講義内容や教材を配信したり、講師との質
疑応答をするなど、教室に集合する必要がなく、ネットワークに接続
したパソコンがあれば、時間と場所の制約を受けずに学習が可能。

疫学調査

　病気の発生原因・対策を推論するために、疾病を集団として調査す
る方法。患者発見のために各種検査を利用することによる調査で、こ
の調査によって病気あるいは症例と、考えられる原因との間の因果関
係を明らかにし、治療の方法の確立に役立てる方法。

ＬＧＷＡＮ
（エルジーワン）

　総合行政ネットワーク（Local Government Wide Area Network）の
略称。
　地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、地方公共団体
間のコミュニケーションの円滑化、情報の共有による情報の高度利用
を図ることを目的とする、高度なセキュリティを維持した行政専用の
ネットワーク。国の府省間ネットワークである霞が関WAN と相互接続
しており、国の機関との情報交換にも利用されている。

用　　語 説　　　　　　　　　　明

緊急消防援助隊
　大規模災害発生時における人命救助活動等をより効果的かつ迅速に
実施する体制を国として確保するために、平成７年に創設された消防
の広域援助体制。

緊急情報ネット
ワークシステム
（通称：Em-Net
（エムネット））

内閣官房が整備を進めている、行政専用回線である総合行政ネット
ワーク「LGWAN」を利用した国（総理大臣官邸）と地方公共団体間で緊
急情報を双方向通信するためのシステム

緊急通行車両
　交通規制により一般車両の通行が禁止又は制限される場合に、公安
委員会等で確認を受けて優先的に通行することができる緊急車両。

緊急対処事態

　武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発
生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認め
られるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの
をいう。

用　　　語　　　集

あ行 

か行 
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警察災害派遣隊
　国内において、大規模災害が発生し、またはまさに発生しようとし
ている場合に、道府県警察から警視庁に派遣される救出救助・交通対
策・治安の維持等の活動を行う部隊をいう。

用　　語 説　　　　　　　　　　明

サーベイランス

　疾病を予防し有効な対策を確立する目的で、疾病の発生状況などを
継続的に監視することをいい、具体的には、患者の発生状況、病原体
の分離状況、免疫の保有状況などの情報収集、解析を継続的に行うこ
と。

災害拠点病院

　通常の医療供給体制では医療の確保が困難となった場合に、傷病者
を受け入れるとともに、知事の要請に基づいて、医療救護班を編成
し、応急的な医療を実施する医療救護所との連携をもとに重症者の医
療を行う病院。

指定行政機関

　政令で定める次の機関。
　内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消
防庁、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、
文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資
源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地理院、観光庁、気
象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会及び防衛省　（国民保
護法第２条第１項、事態対処法第２条第４号）

指定公共機関

　独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会、その他の
公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法
人で、政令で定められている。　（国民保護法第２条第１項、事態対
処法第２条第６号）

指定地方行政機関
　指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で
定められている。　（国民保護法第２条第１項、事態対処法第２条第
５号）

指定地方公共機関

　都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公
益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法
人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該
都道府県の知事が指定するものをいう。　（国民保護法第２条第２
項）

自主防災組織

　大規模災害等の発生による被害を防止し、軽減するために地域住民
が連帯し、協力し合って「自らのまちは自ら守る」という精神によ
り、効果的な防災活動を実施することを目的に結成された組織をい
う。
　なお、東京都地域防災計画においては、町会や自治会などを主体に
結成されている地域の防災活動を担う組織を、「防災市民組織」と定
義づけている。

事態認定
　政府が定める対処基本方針又は緊急対処事態対処方針の中で、武力
攻撃やテロなどの事案を、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態又は緊急
対処事態として認定すること。

さ行 
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ジュネーヴ諸条約

　1949年のジュネーヴ諸条約 （ジュネーヴ4条約） のこと。
　武力紛争が生じた場合に、傷者、病者、難船者及び捕虜、これらの
者の救済にあたる衛生要員及び宗教要員並びに文民を保護することに
よって、武力紛争による被害をできる限り軽減することを目的とした
以下の4条約の総称。日本は、1953年4月21日に加入した。
　・陸上の傷病兵の保護に関する第１条約
　・海上の傷病兵・難船者の保護に関する第２条約
　・捕虜の待遇に関する第３条約
　・文民の保護に関する第４条約

生活関連等施設

　発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連のある施
設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそ
れがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に
著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設。

全国瞬時警報シス
テム（通称：J-
ALERT（Jアラー
ト）)

　弾道ミサイル情報、津波情報、緊急地震速報等、対処に時間的余裕
のない事態に関する情報を、人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁
から消防庁を経由）から送信し、市区町村の同報系の防災行政無線等
を自動起動することにより、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達す
るシステム

用　　語 説　　　　　　　　　　明

対処基本方針
　武力攻撃事態等に至ったときに政府がその対処に関して定める基本
的な方針。（緊急対処事態に至ったときに定める方針は、「緊急対処
事態対処方針」という。）

立川地域防災セン
ター

　東京都の地域防災拠点の一つとして、立川広域防災基地の中に設置
した施設で多摩地域の防災活動の拠点となる。災害時には東京都防災
センターの指揮の下で災害対策を行うため、情報収集及び連絡調整機
能、備蓄・輸送機能、一時避難所等の機能を備えている。
　本計画においては、東京都防災センターが被災等により使用不能な
場合に使用する施設の一つとして位置付けている。

ダーティボム
　放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを
意図した爆弾。核兵器に比べて小規模ではあるが、爆薬による爆発の
被害と放射能による被害をもたらす。

第一追加議定書

　第２次世界大戦後の植民地独立の動き、軍事技術の発展などによ
り、武力紛争の形態が多様化したことに対応するため、ジュネーヴ条
約を補完・拡充するジュネーヴ条約追加議定書の一つで、締約国間に
生じる国際的な武力紛争や占領の事態に適用される。
　追加議定書には、このほかに締約国の軍隊と反乱軍との間に生じる
非国際的な武力紛争に適用される「第二追加議定書」がある。
　これらは、１９７７年に作成されており、日本の加入は２００４年
８月３１日（２００５年２月２８日発効）。

地域衛星通信ネッ
トワーク

　防災行政無線の拡充・強化、行政情報伝達の効率化及び地域からの
情報発信の充実を図ることを目的とした、全国の地方公共団体を結ぶ
地域衛星通信ネットワーク。(財)自治体衛星通信機構が構築を進めて
いる。

た行 
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東京ＤＭＡＴ

　大震災等の自然災害をはじめ、大規模交通事故等の都市型災害の現
場へ出場し、消防隊等と連携して多数傷病者等に対して救命処置等の
活動を行う災害医療派遣チーム。
　災害現場で救急隊と連携した医療活動を行うための専門的な研修を
実施し、東京ＤＭＡＴを編成する病院を指定して実施体制を整えてい
る。
　ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Team

東京都災害情報シ
ステム

　災害時に防災機関から収集した被害・措置情報等を東京都防災セン
ターが一元的に管理して都の災害対策活動に資するとともに、端末設
置機関がこれら災害情報を活用し、各機関の災害対策活動等に役立て
ることを目的としたシステム

東京都防災セン
ター

　都と各機関の情報連絡、情報分析及び災害対策・国民保護措置の審
議、決定、指示を行う中枢の施設。
　防災行政無線を活用したデータ通信機能及び画像通信機能を持つ防
災情報システムを整備している。

トリアージ
　発生時に多数の傷病者が同時に発生した場合に、傷病者の緊急度や
重症度に応じて適切な処置や搬送を行うための治療優先順位を決定す
ること。

用　　語 説　　　　　　　　　　明

武力攻撃事態
　武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫
していると認められるに至った事態。

武力攻撃予測事態
　武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測
されるに至った事態。

ヘリコプターテレ
ビ電送システム

　ヘリコプターに搭載したテレビカメラ、赤外線カメラで撮影した画
像を受信するシステム。
　都では、ヘリコプターから電送されてきた画像にコンピューターの
地図を合わせて表示し、広域的な被害状況の把握など、迅速かつ的確
な災害対策等の実施に活用している。

放射性ヨウ素

　質量数１２７以外のヨウ素は不安定で一般にβ線とγ線を放出して
他の元素に壊変する。このようなヨウ素を放射性ヨウ素という。核分
裂に伴い生成される主な放射性ヨウ素は、質量数１３１のもの（半減
期８．０６日）、１３３のもの（半減期２０．８時間）、１３５のも
の（半減期６．７時間）などがある。質量数１３１の放射性ヨウ素は
医療用としても用いられ、甲状腺機能亢進症や或る種の甲状腺ガンの
治療に用いられる。

 

は行 
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用　　語 説　　　　　　　　　　明

要配慮者
　発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階にお
いて特に配慮を要する者。具体的には、高齢者、障害者、難病患者、
乳幼児、妊産婦、外国人等を想定。

や行 


